
［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

ａ．管理項目

ａ．管理項⽬ − １．データ管理項⽬（データの設定・保持・修正ができること）

a 1 1

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（児童関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・児童生徒氏名

・児童生徒の現住所

（住所地による学区

の自動設定）

・児童生徒の生年月

⽇（和暦、⻄暦につ

いては住⺠記録シス

テムと同様の整理）

・児童生徒性別

学校教育法施行規則

第三十条第一号にお

いて、「学齢児童又

は学齢生徒に関する

事項 氏名、現住

所、生年月日及び性

別」を学齢簿に記載

する事項として定め

られているため。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（児童関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・児童生徒氏名

・児童生徒の現住所（住所地による学区

の自動設定）

・児童⽣徒の⽣年⽉⽇（和暦、⻄暦につ

いては住⺠記録システムと同様の整理）

・児童生徒性別

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

・氏名につ

いては、通

称名、併記

名、本名が

考えられる

が、連携元

である宛名

管理システ

ムに委ねら

れている。

児童生徒氏名、児童生徒の

現住所、児童生徒の生年月

日、児童生徒性別を管理で

きること。

児童生徒氏名、児童生徒の

現住所、児童生徒の生年月

日、児童生徒性別を管理で

きること。

児童生徒氏名、児童生徒の

現住所、児童生徒の生年月

日、児童生徒性別を管理で

きること。

児童生徒氏名、児童生徒の

現住所、児童生徒の生年月

日、児童生徒性別を管理で

きること。

児童生徒氏名、児童生徒の

現住所、児童生徒の生年月

日、児童生徒性別を管理で

きること。

○ ○

a 1 2

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（保護者関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・保護者氏名

・保護者の現住所

・保護者と児童生徒

との関係

学校教育法施行規則

第三十条第二号にお

いて、「保護者に関

する事項 氏名、現

住所及び保護者と学

齢児童又は学齢生徒

との関係」を学齢簿

に記載する事項とし

て定められているた

め。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（保護者関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・保護者氏名

・保護者の現住所

・保護者と児童生徒との関係

・一部の自

治体におい

て、保護者

の現住所は

宛名システ

ムでの管理

となってい

る。

・氏名につ

いては、通

称名、併記

名、本名が

考えられる

が、連携元

である宛名

管理システ

ムに委ねら

れている。

保護者氏名、保護者と児童

生徒との関係を管理できる

こと。

現在、保護者の現住所は管

理していない。

保護者氏名、保護者の現住

所、保護者と児童生徒との

関係を管理できること。

保護者氏名、保護者の現住

所、保護者と児童生徒との

関係を管理できること。

保護者氏名、保護者の現住

所、保護者と児童生徒との

関係を管理できること。

保護者氏名、保護者の現住

所、保護者と児童生徒との

関係を管理できること。

○ ○

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 3

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（市町村内

学校関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・就学学校名

・学校入学年月日

・学校転学年月日

・学校卒業年月日

※小学校・中学校の

記載欄が必要

※学校入学年月日の

記載欄には、入学、

転入学、編入学の何

れかを設定

学校教育法施行規則

第三十条第三号イに

おいて、「当該市町

村の設置する小学

校、中学校（併設型

中学校を除く。）又

は義務教育学校に就

学する者について、

当該学校の名称並び

に当該学校に係る入

学、転学及び卒業の

年月日」を学齢簿に

記載する事項として

定められているた

め。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（市町村内学校関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・就学学校名

・学校入学年月日

・学校転学年月日

・学校卒業年月日

※小学校・中学校の記載欄が必要

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日を管理できるこ

と。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日を管理できるこ

と。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日を管理できるこ

と。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日を管理できるこ

と。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日を管理できるこ

と。

○ ○

a 1 4

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（区域外学

校関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・就学学校名

・設置者名

・学校入学年月日

・学校転学年月日

・学校卒業年月日

・学校退学年月日

※小学校・中学校の

記載欄が必要

※学校入学年月日の

記載欄には、入学、

転入学、編入学の何

れかを設定

学校教育法施行規則

第三十条第三号ロに

おいて、「学校教育

法施行令第九条に定

める手続により当該

市町村の設置する小

学校、中学校（併設

型中学校を除く。）

又は義務教育学校以

外の小学校、中学

校、義務教育学校又

は中等教育学校に就

学する者について、

当該学校及びその設

置者の名称並びに当

該学校に係る入学、

転学、退学及び卒業

の年月日」を学齢簿

に記載する事項とし

て定められているた

め。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（区域外学校関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・就学学校名

・設置者名

・学校入学年月日

・学校転学年月日

・学校卒業年月日

・学校退学年月日

※小学校・中学校の記載欄が必要

・殆どの自

治体におい

て、設置者

名は学校名

から判別で

きるため別

項目として

は管理して

いない。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日、学校退学年月

日を管理できること。

現在、設置者名は管理してい

ない。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日、学校退学年月

日を管理できること。

現在、設置者名は管理してい

ない。

就学学校名、設置者名、学

校入学年月日、学校転学年

月日、学校卒業年月日、学

校退学年月日を管理できる

こと。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日、学校退学年月

日を管理できること。

現在、設置者名は管理してい

ない。

就学学校名、学校入学年月

日、学校転学年月日、学校

卒業年月日、学校退学年月

日を管理できること。

現在、設置者名は管理してい

ない。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 5

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（特別支援

学校関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・就学学校名

・設置者名

・学校入学年月日

・学校転学年月日

・学校卒業年月日

・学校退学年月日

※小学校・中学校の

記載欄が必要

※学校入学年月日の

記載欄には、入学、

転入学、編入学の何

れかを設定

学校教育法施行規則

第三十条第三号ハに

おいて、「特別支援

学校の小学部又は中

学部に就学する者に

ついて、当該学校及

び部並びに当該学校

の設置者の名称並び

に当該部に係る入

学、転学、退学及び

卒業の年月日」を学

齢簿に記載する事項

として定められてい

るため。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（特別支援学校関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・就学学校名

・設置者名

・学校入学年月日

・学校転学年月日

・学校卒業年月日

・学校退学年月日

※小学校・中学校の記載欄が必要

・殆どの自

治体におい

て、設置者

名は学校名

から判別で

きるため別

項目として

は管理して

いない。

就学学校名、設置者名、学

校入学年月日、学校転学年

月日、学校卒業年月日、学

校退学年月日を管理できる

こと。

現在、設置者名は管理してい

ない。

就学学校名、設置者名、学

校入学年月日、学校転学年

月日、学校卒業年月日、学

校退学年月日を管理できる

こと。

現在、設置者名は管理してい

ない。

就学学校名、設置者名、設

置者名、学校入学年月日、

学校転学年月日、学校卒業

年月日、学校退学年月日を

管理できること。

就学学校名、設置者名、学

校入学年月日、学校転学年

月日、学校卒業年月日、学

校退学年月日を管理できる

こと。

現在、設置者名は管理してい

ない。

就学学校名、設置者名、学

校入学年月日、学校転学年

月日、学校卒業年月日、学

校退学年月日を管理できる

こと。

現在、設置者名は管理してい

ない。

○ ○

a 1 6

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（督促関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・校⻑からの就学の

督促に関する通知受

理年月日

・就学督促年月日

学校教育法施行規則

第三十条第四号にお

いて、「就学の督促

等に関する事項 学

校教育法施行令第二

十条又は第二十一条

の規定に基づき就学

状況が良好でない者

等について、校⻑か

ら通知を受けたと

き、又は就学義務の

履行を督促したとき

は、その旨及び通知

を受け、又は督促し

た年月日」を学齢簿

に記載する事項とし

て定められているた

め。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（督促関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・校⻑からの就学の督促に関する通知受

理年月日

・就学督促年月日

・一部項目

をメモ等で

管理してい

る自治体が

多数であ

る。

就学督促年月日を管理でき

ること。

現在、校⻑からの就学の督

促に関する通知受理年月日は

管理していない。

就学督促年月日を管理でき

ること。

現在、校⻑からの就学の督

促に関する通知受理年月日は

管理していない。

現在、校⻑からの就学の督

促に関する通知受理年月日、

就学督促年月日は管理してい

ない。メモで対応している。

就学督促年月日を管理でき

ること。

現在、校⻑からの就学の督

促に関する通知受理年月日は

管理していない。

校⻑からの就学の督促に関

する通知受理年月日、就学督

促年月日を管理できるこ

と。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 7

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（猶予関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・就学猶予年月日

・就学猶予事由

・就学猶予期間

・就学猶予復学年月

日

学校教育法施行規則

第三十条第五号にお

いて、「就学義務の

猶予又は免除に関す

る事項 学校教育法

第十八条の規定によ

り保護者が就学させ

る義務を猶予又は免

除された者につい

て、猶予の年月日、

事由及び期間又は免

除の年月日及び事由

並びに猶予又は免除

された者のうち復学

した者については、

その年月日」を学齢

簿に記載する事項と

して定められている

ため。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（猶予関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・就学猶予年月日

・就学猶予事由

・就学猶予期間

・就学猶予復学年月日

・一部の自

治体におい

て、就学猶

予事由をメ

モ等で管理

している。

就学猶予年月日、就学猶予

期間、就学猶予復学年月日

を管理できること。

現在、就学猶予事由は管理

していない。

就学猶予年月日、就学猶予

事由、就学猶予期間、就学

猶予復学年月日を管理でき

ること。

就学猶予年月日、就学猶予

事由、就学猶予期間、就学

猶予復学年月日を管理でき

ること。

就学猶予年月日、就学猶予

事由、就学猶予期間、就学

猶予復学年月日を管理でき

ること。

就学猶予年月日、就学猶予

事由、就学猶予期間、就学

猶予復学年月日を管理でき

ること。

○ ○

a 1 8

学校教育法施行規則

第30条の記載されて

いる項目（免除関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・就学免除年月日

・就学免除事由

・就学免除復学年月

日

学校教育法施行規則

第三十条第五号にお

いて、「就学義務の

猶予又は免除に関す

る事項 学校教育法

第十八条の規定によ

り保護者が就学させ

る義務を猶予又は免

除された者につい

て、猶予の年月日、

事由及び期間又は免

除の年月日及び事由

並びに猶予又は免除

された者のうち復学

した者については、

その年月日」を学齢

簿に記載する事項と

して定められている

ため。

学校教育法施行規則第30条の記載されて

いる項目（免除関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・就学免除年月日

・就学免除事由

・就学免除復学年月日

・一部の自

治体におい

て、就学猶

予事由をメ

モ等で管理

している。

就学免除年月日、就学免除

復学年月日を管理できるこ

と。

現在、就学免除事由は管理

していない。

就学免除年月日、就学免除

事由、就学免除復学年月日

を管理できること。

就学免除年月日、就学免除

事由、就学免除復学年月日

を管理できること。

就学免除年月日、就学免除

事由、就学免除復学年月日

を管理できること。

就学免除年月日、就学免除

事由、就学免除復学年月日

を管理できること。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 9

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（児童関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・児童生徒宛名コー

ド（個人番号などの

識別番号 名寄せを

行う際に必要）

・児童生徒カナ氏名

・児童生徒国籍

・児童生徒郵便番号

（現住所が入力され

ると自動で記載）

学校教育法施行規則

第三十条第一号にお

いて、学齢簿に記載

する事項として定め

られている事項の補

足情報として管理が

必要であるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（児童関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・児童生徒宛名コード（個人番号などの

識別番号 名寄せを行う際に必要）

・児童生徒カナ氏名

・児童生徒国籍

・児童生徒郵便番号（現住所が入力され

ると自動で記載）

・一部の自

治体におい

て、国籍、

郵便番号は

宛名管理シ

ステムでの

管理となっ

ている。

児童生徒カナ氏名を管理で

きること。

現在、児童生徒宛名コー

ド、児童生徒国籍、児童生

徒郵便番号は管理していな

い。

児童生徒宛名コード、児童

生徒カナ氏名、児童生徒国

籍、児童生徒郵便番号を管

理できること。

児童生徒宛名コード、児童

生徒カナ氏名、児童生徒国

籍を管理できること。

現在、児童生徒郵便番号は

管理していない。

児童生徒宛名コード、児童

生徒カナ氏名、児童生徒国

籍、児童生徒郵便番号を管

理できること。

児童生徒宛名コード、児童

生徒カナ氏名、児童生徒郵

便番号を管理できること。

現在、児童生徒国籍は管理

していない。

○ ○

a 1 10

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（保護者

関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・保護者宛名コード

（個人番号などの識

別番号 名寄せを行

う際に必要）

・保護者カナ氏名

・保護者国籍

・保護者郵便番号

（現住所が入力され

ると自動で記載）

学校教育法施行規則

第三十条第二号にお

いて、学齢簿に記載

する事項として定め

られている事項の補

足情報として管理が

必要であるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（保護者関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・保護者宛名コード（個人番号などの識

別番号 名寄せを行う際に必要）

・保護者カナ氏名

・保護者国籍

・保護者郵便番号（現住所が入力される

と自動で記載）

・一部の自

治体におい

て、国籍、

郵便番号は

宛名管理シ

ステムでの

管理となっ

ている。

現在、保護者宛名コード、

保護者カナ氏名、保護者国

籍、保護者郵便番号は管理

していない。

保護者宛名コード、保護者

カナ氏名、保護者郵便番号

を管理できること。

現在、保護者国籍は管理して

いない。

保護者宛名コード、保護者

カナ氏名、保護者国籍を管

理できること。

現在、保護者郵便番号は管

理していない。

保護者宛名コード、保護者

カナ氏名、保護者国籍、保

護者郵便番号を管理できる

こと。

保護者宛名コード、保護者

カナ氏名、保護者郵便番号

を管理できること。

現在、保護者国籍は管理して

いない。

○ ○

a 1 11

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（学齢簿

変更関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・学齢簿変更届出年

月日

・学齢簿変更年月日

・学齢簿変更事由

学齢簿の変更履歴を

管理するうえで必要

であるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（学齢簿変更関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・学齢簿変更年月日

・学齢簿変更事由

・一部の自

治体におい

て、メモ等

で管理して

いる。

現在、学齢簿変更年月日、

学齢簿変更事由は管理してい

ない。メモで対応している。

学齢簿変更年月日、学齢簿

変更事由を管理できるこ

と。

学齢簿変更年月日、学齢簿

変更事由を管理できるこ

と。

学齢簿変更年月日、学齢簿

変更事由を管理できるこ

と。

学齢簿変更年月日、学齢簿

変更事由を管理できるこ

と。

○ ○

a 1 12

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（就学援

助関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・就学援助有無

就学援助システムに

て管理する項目であ

り、二重管理となっ

てしまうため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（就学援助関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・就学援助有無

・管理して

いる自治体

と管理して

いない自治

谷分かれ

る。

現在、就学援助有無は管理

していない。

就学援助有無を管理できる

こと。

就学援助有無を管理できる

こと。

就学援助有無を管理できる

こと。

現在、就学援助有無は管理

していない。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 13

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（学級関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・学級区分（通常の

学級、特別支援学級

等）

学校教育法施行規則

第三十条第三号イに

おいて、学齢簿に記

載する事項として定

められている事項の

補足情報として管理

が必要であるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（学級関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・学級区分（通常の学級、特別支援学級

等）

・一部の自

治体におい

て、管理し

ていない。

学級区分（通常の学級、特

別支援学級等）を管理でき

ること。

学級区分（通常の学級、特

別支援学級等）を管理でき

ること。

学級区分（通常の学級、特

別支援学級等）を管理でき

ること。

学級区分（通常の学級、特

別支援学級等）を管理でき

ること。

現在、学級区分は管理してい

ない。
○ ○

a 1 14

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（学年関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・学年

遅れにより実際の年

齢と学年に差が生じ

る場合があり、管理

が必要であるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（学年関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・学年

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

学年を管理できること。 学年を管理できること。 学年を管理できること。 学年を管理できること。 学年を管理できること。 ○ ○

a 1 15

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（指定校

関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・就学指定校名

※小学校・中学校の

記載欄が必要

実際の就学校が指定

校でない場合、指定

校を把握する必要が

あるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（指定校関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・就学指定校名

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

就学指定校名を管理できる

こと。

就学指定校名を管理できる

こと。

就学指定校名を管理できる

こと。

現行の就学情報と別に指定

小学校・指定中学校を管理

できること。

就学指定校名を管理できる

こと。
○ ○

a 1 16 −

入学年月日と同等に

管理する必要がある

ため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（編入学関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・学校編入学年月日

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

・a-1-3〜5

に含める。

学校編入学年月日を管理で

きること。

学校編入学年月日を管理で

きること。

学校編入学年月日を管理で

きること。

学校編入学年月日を管理で

きること。

現在、学校編入学年月日は

管理していない。

a 1 17

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（原級留

置関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・原級留置に関する

事項

例）

・原級留置決定年月

日

・原級留置期間

・原級留置理由

進級処理及び卒業処

理を行う場合、判定

に必要となるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（原級留置関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・原級留置に関する事項

・一部の自

治体におい

て、管理し

ていない。

「就学状況」にコード入力

する。（ヒアリング）

就学状況のコードは5種類

原級留置

猶予

免除

就学していないときの督促

就学していないときの通知

異動日付を入力する。（ヒア

リング）

過去にケースなし。

原級留置を認めるケースが

ない。（ヒアリング）

実際にケースなし、必要に

応じ備考に登録する。（ヒア

リング）

進級区分に進級するかしない

かの指定が可能、「しな

い」にすると一括処理で進級

対象外となる。（ヒアリン

グ）

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 18

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（不就学

関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・不就学情報

例）

・不就学決定年月日

・不就学期間

・不就学理由

外国人の就学推進に

ついて、文部科学省

より令和２年７月１

日「外国人の子供の

就学推進及び就学状

況の把握等に関する

指針の策定につい

て」が通知されるな

ど、不就学情報の管

理が必要であるた

め。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（不就学関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・不就学情報

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

不就学情報を管理できるこ

と。

不就学情報を管理できるこ

と。

不就学情報を管理できるこ

と。

児童・生徒の就学・不就学

の情報が登録、照会できる

こと。

不就学情報を管理できるこ

と。
○ ○

a 1 19

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（督促関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・就学督促事由

学校教育法施行規則

第三十条第四号にお

いて、学齢簿に記載

する事項として定め

られている事項の補

足情報として管理が

必要であるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（督促関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・就学督促事由

・一部の自

治体におい

て、メモで

管理してい

る。

・a-1-６に

含める。

現在、就学督促事由は管理

していない。

就学督促事由を管理できる

こと。

現在、就学督促事由は管理

していない。メモで対応して

いる。

就学督促事由を管理できる

こと。

就学督促事由を管理できる

こと。
○ ○

a 1 20

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（督促関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・希望就学校名

・希望就学校受付年

月日

※学校選択制導入自

治体のみ

※小学校・中学校の

記載欄が必要

学校選択制導入自治

体の場合、指定校と

は別に希望校の管理

を行う必要があるた

め。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（希望校関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・希望就学校

・希望就学校受付年月日

※学校選択制導入自治体のみ

・学校選択

制導入自治

体の有無に

より管理が

分かれる。

希望就学校、希望就学校受

付年月日を管理できるこ

と。

現在、希望就学校、希望就

学校受付年月日は管理してい

ない。

希望就学校、希望就学校受

付年月日を管理できるこ

と。

現在、希望就学校、希望就

学校受付年月日は管理してい

ない。

現在、希望就学校、希望就

学校受付年月日は管理してい

ない。

○ ○

a 1 21

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（就学校

変更関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・就学校変更事由

・就学校変更年月日

・就学校変更期間

学校教育法施行令第

八条において、指定

校変更の手続きが規

定されており、管理

項目として必要であ

るため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（就学校変更関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・就学校変更事由

・就学校変更年月日

・就学校変更期間

・一部の自

治体におい

て、管理し

ていない。

就学校変更事由、就学校変

更年月日、就学校変更期間

を管理できること。

就学校変更事由、就学校変

更年月日、就学校変更期間

を管理できること。

就学校変更事由、就学校変

更年月日、就学校変更期間

を管理できること。

就学校変更事由、就学校変

更年月日、就学校変更期間

を管理できること。

現在、就学校変更事由、就

学校変更年月日、就学校変

更期間は管理していない。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 22

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（区域外

就学関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・区域外就学事由

・区域外就学年月日

・区域外就学期間

学校保健安全法第九

条及び十条におい

て、区域外就学の手

続きが規定されてお

り、管理項目として

必要であるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（区域外就学関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・区域外就学事由

・区域外就学年月日

・区域外就学期間

・一部の自

治体におい

て、管理し

ていない。

区域外就学年月日、区域外

就学期間を管理できるこ

と。

現在、区域外就学事由は管

理していない。

区域外就学事由、区域外就

学年月日、区域外就学期間

を管理できること。

区域外就学事由、区域外就

学年月日を管理できるこ

と。

現在、区域外就学期間は管

理していない。メモで対応し

ている。

区域外就学事由、区域外就

学年月日、区域外就学期間

を管理できること。

区域外就学事由、区域外就

学期間を管理できること。

現在、区域外就学年月日は

管理していない。

○ ○

a 1 23

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（DV・ス

トーカー等支援対象

者関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・DV・ストーカー等

支援措置対象者被害

状況

※住⺠情報の内容を

を参照し把握でき、

学齢簿固有の対象者

確認が行えること。

※学齢簿としては、

該当者の管理（例：

フラグ管理）が最低

限行えること。

住⺠記録システムで

も管理対象となって

いるが、学齢簿個別

での管理も必要であ

るため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（DV・ストーカー関連）を管

理できること。

【管理項目】

・DV・ストーカー被害状況

・住⺠記録

（宛名管

理）システ

ムに準拠し

ているケー

スが多い。

・学齢簿独

自部分は、

メモで管理

を行ってい

る。

メモで管理している。（ヒア

リング）

就学事務独⾃＋住⺠票に準

じて管理している。（ヒアリ

ング）

住⺠票に準じて管理してい

る。ストーカー情報につい

ては、管理項目はなくメモ

登録を行っている。（ヒア

リング）

住⺠票に準じて管理してい

る。（ヒアリング）

住⺠票に準じて管理してい

る。ストーカーも警告者と

して登録可能である。（ヒア

リング）

○ ○

a 1 24 −

殆どの自治体、ベン

ダーで管理項目とし

ておらず、必要に応

じてメモ登録を想定

するため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（居所不明関連）を管理でき

ること。

【管理項目】

・居所不明状況

・居所不明年月日

※1年以上居所不明者である場合

・殆どの自

治体で管理

を行ってい

ない（必要

に応じてメ

モ管理）。

・殆どのベ

ンダーで管

理を行って

いない。

現在、居所不明状況、居所

不明年月日は管理していな

い。

居所不明状況、居所不明年

月日を管理できること。

現在、居所不明状況、居所

不明年月日は管理していな

い。メモで対応している。

現在、居所不明状況、居所

不明年月日は管理していな

い。

現在、居所不明状況、居所

不明年月日は管理していな

い。

○ ○

a 1 25 −

a-1-11の学齢簿変更

年月日及び学齢簿変

更事由で管理可能で

あるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（学齢簿削除関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・学齢簿削除事由

・学齢簿削除年月日

・殆どの自

治体で管理

を行ってい

ない（必要

に応じてメ

モ管理）。

・a-1-11で

管理可能で

ある。

学齢簿削除事由を管理でき

ること。

現在、学齢簿削除年月日は

管理していない。

学齢簿削除事由、学齢簿削

除年月日を管理できるこ

と。

現在、学齢簿削除年月日学

齢簿削除事由は管理していな

い。メモで対応している。

現在、学齢簿削除年月日学

齢簿削除事由は管理していな

い。

学齢簿削除年月日を管理で

きること。

現在、学齢簿削除事由は管

理していない。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 26

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（メモ関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・備考

※記載事項を限定し

ないメモ入力が可能

であること

記載事項を限定しな

いメモ入力が必要で

あるため。

学校教育法施行規則第30条に記載されて

いない項目（備考関連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・備考

※記載事項を限定しないメモ入力が可能

であること

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

備考を管理できること。 備考を管理できること。 備考を管理できること。 備考を管理できること。 備考を管理できること。 ○ ○

a 1 27

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（市町村

内学校関連）を管理

できること。

【管理項目】

・指定小学校区

・指定中学校区

学校教育法施行規則

第三十条第三号イに

おいて、学齢簿に記

載する事項として定

められている事項の

補足情報として管理

が必要であるため。

（ヒアリング）

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

指定小学校区、指定中学校

区を管理できること。

指定小学校区、指定中学校

区を管理できること。

指定小学校区、指定中学校

区を管理できること。

指定小学校区、指定中学校

区を管理できること。

指定小学校区、指定中学校

区を管理できること。
○ ○

a 1 28

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（転入前

学校関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・転入前学校

同上 （ヒアリング）

・全ての自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

転入前学校を管理できるこ

と。

転入前学校を管理できるこ

と。

転入前学校を管理できるこ

と。

転校等の情報を履歴で管理

できること。また履歴を一

覧で確認できること。

転入前学校を管理できるこ

と。
○ ○

a 1 29

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（転出先

学校関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・転出先学校

転出先に問合せなど

を行うケースが想定

されないため。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

転出先学校を管理できるこ

と。

転出先学校を管理できるこ

と。

転出先学校を管理できるこ

と。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 30 − − （ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

・区域外就

学申請年月

は、a-1-22

に含める。

・区域外就

学許可年月

日は、a-1-

22の区域外

就学年月日

と同等であ

るため含め

ない。

区域外就学申請年月日、区

域外就学許可年月日を管理

できること。

区域外就学申請年月日、区

域外就学許可年月日を管理

できること。

区域外就学申請年月日、区

域外就学許可年月日を管理

できること。

a 1 31 − − （ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

・猶予免除

許可年月日

は、a-1-7の

就学猶予年

月日、a-1-8

就学免除年

月日と同等

であるため

含めない。

猶予免除許可年月日を管理

できること。

猶予免除許可年月日を管理

できること。

猶予免除許可年月日を管理

できること。

a 1 32

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（世帯関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・世帯番号

・世帯主宛名コード

・世帯主氏名

・世帯主カナ氏名

世帯状況の把握が必

要であるため。
（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

世帯番号を管理できるこ

と。

世帯番号を管理できるこ

と。

世帯番号を管理できるこ

と。

世帯番号を管理できるこ

と。
○ ○

a 1 33

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（保護者

関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・保護者電話番号

学校教育法施行規則

第三十条第二号にお

いて、学齢簿に記載

する事項として定め

られている事項の補

足情報として管理が

必要であるため。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

保護者電話番号を管理でき

ること。

保護者電話番号を管理でき

ること。

保護者電話番号を管理でき

ること。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 34

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（身元引

受人関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・身元引受人宛名

コード

・身元引受人氏名

・身元引受人カナ氏

名

・身元引受人住所

・身元引受人電話番

号

・身元引受人児童生

徒との関係

身元引受人の把握が

必要であるため。
（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

身元引受人宛名コード、身

元引受人氏名、身元引受人

カナ氏名、身元引受人住

所、身元引受人電話番号、

身元引受人児童生徒との関

係を管理できること。

○ ○

a 1 35 −
生年月日から算出可

能であるため。
（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

児童生徒年齢を管理できる

こと。
○ ○

a 1 36 −

必要に応じて、住⺠

記録システム等から

取得可能であるた

め。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

保護者性別を管理できるこ

と。
○ ○

a 1 37 −
必要に応じ備考での

管理とするため。
（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

児童の電話番号、児童の携

帯番号、児童の前住所、児

童のメールアドレスを管理

できること。

○ ○

a 1 38

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（保護者

関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

・保護者の携帯番号

・保護者のメールア

ドレス

学校教育法施行規則

第三十条第二号にお

いて、学齢簿に記載

する事項として定め

られている事項の補

足情報として管理が

必要であるため。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

保護者の携帯番号、保護者

のメールアドレスを管理で

きること。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 39

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（身元引

受人関連）を管理で

きること。

【管理項目】

・身元引受人の携帯

番号

・身元引受人のメー

ルアドレス

身元引受人の把握が

必要であるため。
（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

身元引受人の携帯番号、身

元引受人のメールアドレス

を管理できること。

○ ○

a 1 40

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（市町村

内学校関連）を管理

できること。

【管理項目】

・クラス

・出席番号

校務支援情報との連

携、学齢簿の出力順

としての使用が想定

されるため。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

クラス、出席番号を管理で

きること。
○ ○

a 1 41

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（備考関

連）を管理できるこ

と。

【管理項目】

・遅れ年数

就学猶予及び就学免

除とともに管理が必

要であるため。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

メモに記入し、学年を1年下

げる入力をする。（ヒアリン

グ）

備考欄に記入、新入学の場

合は１年下での登録は可能

になっている。（ヒアリン

グ）

外国人が入学のタイミングで

１つ下の学年で入ることが

あり、年齢が異なることを

メモに記載している。（ヒア

リング）

遅れに関する情報を管理でき

ること。

学年をマイナス１年で登

録、登録時に年齢と学年が

異なる場合はチェックされ

る。備考もあわせて登録す

る。（ヒアリング）

○ ○

a 1 42

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（その他

関連）を管理できる

こと。

【管理項目】

就学校区分

児童生徒の就学校の

状態（例：指定校変

更就学、区域外就

学、特別支援学校就

学、国私立就学、学

校選択制による就

学、転出など）を容

易に判別する項目が

必要であるため。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

今現在本市の学校に通って

いる生徒を印刷時等に制御

可能（転出、区域外、国私

立など）な項目を管理でき

ること。

○ ○

a 1 43 −

必要に応じて、住⺠

記録システム等から

取得可能であるた

め。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

住所コード情報が管理出来

る。
○ ○

a 1 44 − 同上 （ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

行政区（自治会）コード情

報が管理出来る。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

a 1 45 −

子ども子育て支援の

学童保育で管理する

項目と想定するた

め。必要に応じ備考

での管理とするた

め。

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

預け先名（保育先名）、預

け先住所（保育先住所）を

管理できること。

○ ○

a 1 46 − − （ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

・a-1-3〜5

と同一。

学校転出年月日、学校退学

年月日を管理できること。

a 1 47 − − （ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

・a-1-21と

同一。

指定校変更理由を管理でき

ること。現在は、メモで対

応している。

a 1 48 − − （ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

・a-1-7〜8

と同一。

就学猶予、就学免除（理

由、開始日、終了日）を管

理できること。

a 1 49

学校教育法施行規則

第30条に記載されて

いない項目（副次的

な学籍関連）を管理

できること。

【管理項目】

・副籍校名

中央教育審議会より

「令和の日本型学校

教育」の構築を目指

して〜全ての⼦供た

ちの可能性を引き出

す，個別最適な学び

と，協働的な学びの

実現〜」が答申さ

れ、特別支援学校に

在籍する児童生徒

が，地域の学校に副

次的な籍を置く取組

の一層の普及推進が

記載されているた

め。

小中学校と特別支援学校等の副次的な学

籍を管理しているかの確認（ヒアリン

グ）

・一部の自

治体におい

て、管理項

目としてい

る。

管理していない。
居住地の学校と特別支援学

校の区分を管理している。
管理していない。 管理していない。

居住地の学校と特別支援学

校の区分を管理している。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

ａ．管理項⽬ − ２．データ変更記録

a 2 1

データの変更記録を

管理できること。

【管理項目】

・変更項目

・変更内容

・変更前の内容

・変更年月日

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「1.2 異動履

歴データ」に記載さ

れている内容に従

い、管理できるこ

と。

データの変更記録を管理できること。

【管理項目】

・変更項目

・変更内容

・変更前の内容

・変更年月日

・全ての自

治体におい

て、変更記

録を。保持

している。

変更項目、変更内容、変更

年月日を管理できること。

変更前の内容については、

一つ前の履歴として管理して

いる。

変更前の内容が変更後とと

もに最新画面で確認可能で

あること。

変更項目、変更内容、変更

年月日を管理できること。

変更前の内容については、

一つ前の履歴として管理して

いる。

変更項目、変更内容、変更

年月日を管理できること。

変更前の内容については、

一つ前の履歴として管理して

いる。

変更項目、変更内容、変更

年月日を管理できること。

変更前の内容については、

一つ前の履歴として管理して

いる。

変更項目、変更内容、変更

年月日を管理できること。

変更前の内容については、

一つ前の履歴として管理して

いる。

○ ○

ａ．管理項⽬ − ３．学齢簿情報の削除

a 3 1

システム削除の学齢

簿データの保存（シ

ステムから削除する

場合の磁気ディスク

等への保存）ができ

ること。

成人式の案内情報と

して活用するケース

もあり、卒業後も５

年以上管理する必要

があるため。

システム削除の学齢簿データの保存（シ

ステムから削除する場合の磁気ディスク

等への保存）ができること。

・全ての自

治体及びベ

ンダーにお

いて、削除

データの保

管機能を有

していな

い。

○ ○

ａ．管理項⽬ − ４．公印管理

a 4 1

公印管理（教育⻑及

び職務代理者等の公

印が管理できる）が

できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「1.3.7公印管

理」に記載されてい

る内容に従い、管理

できること。

公印管理（教育⻑及び職務代理者等の公

印が管理できる）ができること。

・殆どの自

治体におい

て、管理で

きている。

公印管理が出来ること。 公印管理が出来ること。 公印管理が出来ること。 公印管理が出来ること。 ○ ○

ａ．管理項⽬ − ５．通知管理

a 5 1

通知書等の交付履歴

管理（通知書等の交

付履歴が発行番号と

ともに管理できる）

ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「1.3.8交付履

歴の管理」に記載さ

れている内容に従

い、管理できるこ

と。

通知書等の交付履歴管理（通知書等の交

付履歴が発行番号とともに管理できる）

ができること。

・一部の自

治体におい

て、管理で

きている。

現在は、管理できていな

い。

電子公印の発行数は、通知

書等発行時の画面のハード

コピーを取っており、手作業

でカウントしている。

発行履歴管理として、発行帳

票名、対象者、部数、発行

者などのデータは自動的に保

存できること。

○ ○

ａ．管理項⽬ − ６．学区管理

a 6 1

学区の設定（現住所

が入力されると学区

の設定により自動で

就学校が選択され

る）ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】には定義されて

おらず、自動で就学

校を指定する必要が

あるため。

学区の設定（現住所が入力されると学区

の設定により自動で就学校が選択され

る）ができること。

・全ての自

治体におい

て、管理で

きている。

学区の設定ができること。 学区の設定ができること。 学区の設定ができること。 学区の設定ができること。 学区の設定ができること。 ○ ○

a 6 2
学区の設定は、年度

管理できること。

学校の新設、統廃合

が想定されるため、

現年度と翌年度の学

区設定が異なる可能

性があるため。

・一部の自

治体におい

て、管理で

きている。

現年度の学区DBを複数管理

できる等、分校対応が可能

なこと。

○ ○

a 6 3

学区とは別に指定変

更許可区域を年度管

理できること。

住居表示・区画整理

等、地番等により自

動で就学校を指定す

る必要があるため。

・一部の自

治体におい

て、管理で

きている。

学区DBとは別に指定変更許

可区域を管理できること

（現年度・新年度）

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

ａ．管理項⽬ − ７．新設校・廃校

a 7 1
新設校・廃校の設定

ができること。

新設校の追加、廃校

の削除が必要である

ため。

新設校・廃校の設定ができること。

・一部の自

治体におい

て、管理で

きている。

新設校・廃校の設定ができ

ること。

新設校・廃校の設定ができ

ること。

現在、機能は有していないが

履歴付きで一括更新出来る

と良い。

○ ○

a 7 2

新設校・廃校による

学区の設定ができる

こと。

学区変更に伴い、異

動履歴付き一括更新

を行う機能が必要で

あるため。

新設校・廃校による学区の設定ができる

こと。

・一部の自

治体におい

て、管理で

きている。

新設校・廃校による学区の

設定ができること。

新設校・廃校による学区の

設定ができること。

現在、機能は有していないが

履歴付きで一括更新出来る

と良い。

○ ○

ｂ．基本機能

ｂ 1

漢字文字（氏名・住

所）の照会について

は、拡大して照会が

できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「2.2.3文字

コード照会等」に記

載されている内容に

従い、照会できるこ

と。

ただし、住⺠記録と

は業務要素が異なる

ため、文字コードの

照会や拡大しての入

力は不要とする。

文字コード照会（拡大しての入力・照会

文字コードの照会）等ができること。

・一部の自

治体におい

て、管理で

きている。

漢字氏名は拡大して照会でき

ること。
○ ○

b 2

ＤＶ又はストーカー

等支援措置対象に対

する抑止ができるこ

と。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「3.1異動・発

行・照会抑止」に記

載されている内容に

従い、抑止する必要

があるため。

ＤＶ又はストーカーの管理を行っている

場合、システム画面上の制御方法の確認

（ヒアリング）

メモに登録されているのみで

ある。

該当者である旨を画面に表

示し注意喚起している。

該当者である旨を画面に表

示し注意喚起している。

住所を表示しないようにして

いる。

該当者である旨を画面に表

示し注意喚起している。
○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

ｃ．業務要件

ｃ．業務要件 − １．住⺠記録（宛名）連携

c 1 1

記載事項の変更（自

動）ができること。

住⺠記録システムか

ら自動的に作成し、

アラートを表示し、

権限者によって確

認・追記・修正がで

きること。

※自動更新を行うか

異動対象一覧を表示

後に手動更新するの

かを制御可能とする

こと。

学校教育法施行令第

一条第一項におい

て、「当該市町村の

区域内に住所を有す

る学齢児童及び学齢

生徒について、学齢

簿を編製しなければ

ならない。」、第一

条第二項において、

「学齢簿の編製は、

当該市町村の住⺠基

本台帳に基づいて行

なうものとする。」

と定められているた

め。

また、住⺠記録シス

テムで異動となった

児童又は保護者の情

報を学齢簿に反映さ

せる必要があるた

め。

記載事項の変更（自動）ができること。

住⺠記録システムから⾃動的に作成し、

アラートを表示し、権限者によって確

認・追記・修正ができること。

・全ての自

治体におい

て、連携で

きている。

住⺠記録と連動して異動情報

を自動反映できる。（ヒア

リング）

住⺠記録と連動して異動情報

を自動反映できる。（ヒア

リング）

住記の登録者を検索し、新

規に学齢簿を登録できるこ

と。また、更新、削除がで

きること。さらに、通称名

使用に対応できること（通

称名は住記上のものに限ら

ず、学齢簿独自で設定する場

合も想定される。）。

住基の異動情報が、自動的

に学齢簿台帳に反映される

こと。また、変更履歴も管

理できること。また、自動

的に独立法人・県立・私立

通学者など（市立学校の児

童・生徒以外の市内在住

者）の管理へも、反映でき

ること。

住⺠記録と連動して異動情報

を反映できること。
○ ○

c 1 2 − − −
c-1-1に含め

る。

住基の異動情報と連携して、

新規に児童・生徒情報を学

齢簿台帳へ自動登録できる

こと。

住⺠記録と連動して学齢簿の

作成ができること。

c 1 3

住基システムで異動

があった場合、学齢

簿に自動反映する

か、一覧表示した後

に選択者を自動反映

するかを選択できる

こと。また、異動事

由による自動反映有

無も選択できるこ

と。

学校教育法施行令第

一条第一項におい

て、「当該市町村の

区域内に住所を有す

る学齢児童及び学齢

生徒について、学齢

簿を編製しなければ

ならない。」、第一

条第二項において、

「学齢簿の編製は、

当該市町村の住⺠基

本台帳に基づいて行

なうものとする。」

と定められているた

め。

また、住⺠記録シス

テムで異動となった

児童又は保護者の情

報を学齢簿に反映さ

せる必要があるた

め。

−

・自治体に

より自動連

携する場合

と、異動一

覧で確認後

に反映と

いった違い

がある。

住⺠記録システムで異動が

あった該当者が自動的に反

映する。（ヒアリング）

住基システムで異動があった

人の一覧が表示され、確認

できること。

異動内容は、基本的に自動

反映されるが、異動リスト

にて内容確認を行う。（ヒ

アリング）

学齢にある児童・生徒を含

む世帯に関わる住基情報及

び住登外情報に移動(住所移

動・氏変更・世帯主変更

等）があった場合には、住

基情報及び住登外情報取込

結果一覧を出力できるこ

と。

住記異動者一覧が作成でき

ること。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 1 4

学齢簿に異動をは反

映した場合は、自動

的に履歴を作成し管

理できること。

同上 −

・全ての自

治体におい

て、異動連

携時に自動

的に履歴の

作成ができ

ている。

学齢簿の履歴管理ができる

こと。なお、異動年月日等

の条件を与えてデータ抽出を

可能とし、異動リストの出

力は任意とできること。

住⺠記録連携時に⾃動で学

齢簿の履歴ができる。（ヒ

アリング）

住⺠記録連携時に⾃動で学

齢簿の履歴ができる。（ヒ

アリング）

住基の異動情報が、自動的

に児童・生徒管理にも反映

できること。学校の情報

は、指定の学校に入学予定

の児童・生徒の場合は、住

所地に基づく学校に変更する

こと。指定校以外の学校に

入学予定の児童・生徒は、

学校の情報を上書きしない

仕組みであること。また、

変更履歴も管理できるこ

と。

異動処理の更新時に自動的

に異動履歴ができること。
○ ○

c 1 5 − − −
・c-1-4に含

める。

学齢簿の管理ができるこ

と。

異動履歴を含めた学齢簿の

管理ができること。

c 1 6

異動通知書、異動者

一覧表が出力できる

こと。

※保護者宛、新旧学

校⻑宛に出⼒できる

こと。

各自治体により異動

内容の通知方法は

様々であるが、保護

者並びに学校に異動

内容を周知する必要

があるため。

また、異動処理を行

うための確認資料で

あるため。

−

・全ての自

治体におい

て、異動通

知及び異動

者一覧表の

出力が可能

である。

異動通知及び異動者一覧表

の出力が可能である。（ヒ

アリング）

学校宛て異動通知書（個

人、異動事由ごとのもの）、

学校宛て異動整理簿（異動

者、異動事由の学校ごとの一

覧）、どちらを出力するか選

択できること。

異動通知及び異動者一覧表

の出力が可能である。（ヒ

アリング）

異動通知及び異動者一覧表

の出力が可能である。（ヒ

アリング）

学校宛の異動通知書が発行

できること。
○ ○

c 1 7 − − −
・c-1-6に含

める。

保護者宛の異動通知書が発

行できること。

c 1 8 − − −
・c-1-1に含

める。

住基情報の異動データから、

日次で就学予定者学齢簿デー

タを最新の状態にできるこ

と。

c 1 9
保護者の設定が任意

に行えること。

住⺠情報の内容から

保護者を自動判定し

た結果、保護者が判

定できなかた場合

は、保護者の情報を

任意に変更できる必

要があるため。

保護者認定申立の際、住基

の同一世帯に保護者が存在

しない場合に、代理保護

者・保護者登録がバッチ処

理で登録処理が可能である

こと。

○ ○

c 1 10

エラーリストの出力

がスケジュール機能

により児童出力でき

ること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.1バッチ処

理」に記載されてい

る内容に従い、バッ

チ処理の実行をスケ

ジュール管理する必

要があるため。

データエラーリスト、更新エ

ラーリストについて、10日

間経過後も未出力の場合は

強制出力すること。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 1 11

送付先情報、電話番

号情報、ＤＶ情報の

連携することがで

き、管理ができるこ

と。

通知書を送付する際

に現住所と送付先が

違う可能性があるた

め。

緊急連絡先として保

護者の電話番号が必

要であるため。

支援対象者の確認が

必要であるため。

学齢簿を使⽤するにあたり、住⺠記録

（宛名）以外とのデータ連携をしている

かの確認（ヒアリング）

特に連携していない。 ＤＶ情報を連携している。
送付先情報、ＤＶ情報を連

携している。
ＤＶ情報を連携している。

送付先情報、電話番号情

報、ＤＶ情報を連携してい

る。

○ ○

c 1 12

学齢簿データをCSV

形式のテキストファ

イルで一括出力でき

ること。

他業務で学齢簿デー

タを使用する可能背

があるため。

学齢簿のデータを他業務で使用している

かの確認（ヒアリング）
就学援助で使用している。

就学援助、給食費徴収、就

学時健康診断通知で使用して

いる。

就学援助、校務支援で使用

している。
特に使用していない。

成人式案内通知で使用してい

る。
○ ○

ｃ．業務要件 − ２．住登外・送付先管理

c 2 1 − − −

・全ての自

治体におい

て、管理可

能である。

・C-1-11に

含める。

家庭の事情で住基住所≠送

付先住所の場合、送付先住

所を別に管理できること。

送付先を管理している。（ヒ

アリング）

基本的に別途送付先に送付

するようなことはないが、場

合によっては使用する。（ヒ

アリング）

住基上の住所以外に居所(現

住所）を管理できること。

c 2 1
市外住⺠に対応でき

ること。

住⺠基本台帳に登録

されていない管外の

児童や保護者の情報

を管理する必要があ

るため。

住⺠基本台帳に登録されてい

ない管外の児童や保護者の

情報が管理出来る。

市外住⺠に対応できるこ

と。
○ ○

ｃ．業務要件 − ３．検索

c 3 1

各項目からの検索

（氏名、カナ氏名、

生年月日、性別、住

所、宛名コード、世

帯番号、就学学校

名、学年）ができる

こと。

但し、入学年月日、

卒業年月日、異動

日、外国籍の本名及

び通称、クラス、保

護者電話番号、行政

区、学校区は、実装

してもしなくても良

い機能とする。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「2.1検索」に

記載されている内容

に従い、検索できる

こと。

ただし、住⺠記録と

は業務要素が異なる

ため、学齢簿独自の

項目でも検索できる

こと。

各項目からの検索（児童生徒名、保護者

名、就学校名、入学年月日、卒業年月

日、宛名コード）ができること。

・各自治体

において、

検索項目に

差がある。

児童生徒名カナ、児童生年

月日、児童生徒住所での検

索が可能である。（ヒアリ

ング）

生年月日、異動日、氏名

（カナ含む）、住所、就学

校、学年で検索できるこ

と。外国籍は、本名及び通

称名で検索できること。

児童生徒名カナ、児童生年

月日、児童性別、就学校

名、児童宛名コードでの検

索が可能である。（ヒアリ

ング）

児童生徒名、児童生徒名カ

ナ、児童生年月日、児童性

別、就学校名、児童宛名

コード、現住所、学年、ク

ラス、保護者電話番号での

検索が可能である。（ヒア

リング）

即時処理の検索は、氏名

（漢字・カナ）、生年月

日、性別、住所、行政区、

個人番号、世帯番号ででき

ること。

○ ○

c 3 2 − − −
・c-3-1に含

める。

検索対象として、児童生徒ま

たは保護者による検索がで

きること。

c 3 3 − − −
・c-3-1に含

める。

学校区（小学校区・中学校

区）を指定して検索ができる

こと。
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 3 4

学齢簿の状態（入学

前、就学中、卒業、

不就学等）を指定し

て検索ができるこ

と。

各検索項目からの検

索を行った際、検索

不要な対象者を除外

可能となるため。

−

・一部の自

治体におい

て、検索可

能である。

学齢簿の状態（入学前、就

学中、卒業、不就学等）を

指定して検索ができること。

○ ○

c 3 5 − − −
・c-3-1に含

める。

学年単位、小学校区、中学

校区単位に学齢簿が照会で

きること。

c 3 6

あいまい検索（清

音、濁音、半濁音の

違いを無視異体字や

正字を含む 等）が

できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「2.1.2検索文

字入力」に記載され

ている内容に従い、

検索できること。

あいまい検索（清音、濁音、半濁音の違

いを無視異体字や正字を含む 等）がで

きること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

日本語項目の検索は、日本

語入力の完全一致のみ対応

で、あいまい入力に該当して

おらず検索が大変であり、

少なくとも漢字検索時のあ

いまい検索や前方一致等の

機能が欲しい。（ヒアリン

グ）

カナ氏名検索では清音・濁

音の区別なく検索することが

できること。

○ ○

c 3 7

漢字氏名検索では標

準文字・外字の区別

なく検索することが

できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「2.1.2検索文

字入力」において、

「異体字検索につい

ては中核市レベルの

ニーズが高いのに対

して、小規模市区町

村におけるニーズは

高くないとの準構成

員からの意見を踏ま

え、一般市区町村に

おいては実装しても

しなくてもよい機能

とした。」とされて

いるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

漢字氏名検索では標準文

字・外字の区別なく検索する

ことができること。

○ ○

c 3 8 − − −
・c-3-6に含

める。

氏名（漢字・カナ）、住所

での検索はあいまい検索

（文字列一致検索）ができ

ること。

c 3 9
複数項目による複合

検索ができること。

各検索項目からの検

索を行った際、検索

不要な対象者を除外

可能となるため。

−

・一部の自

治体におい

て、検索可

能である。

複数項目による複合検索が

できること。
○ ○

c 3 10 −

学齢簿情報において

に、旧姓及び旧住所

を管理項目していな

いため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

旧姓、旧住所等での検索が

できること。
○ ○

c 3 11 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定校変更の許可期限が終

了する児童・生徒を検索でき

ること。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 3 12

検索により該当した

情報の一覧表示がで

きること。

※検索結果が設定件

数を超えるとメッ

セージが表示される

こと。

以下は、実装しても

しなくても良い機能

として整理する。

※検索結果を降順、

昇順に並び替えるこ

とができること。

※過去の検索履歴か

ら選択することによ

り対象者の照会がで

きること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「2.1検索」に

記載されている内容

に従い、検索結果を

表示できること。

「検索結果表示件数

の設定ができ、検索

結果が設定件数を超

えるとメッセージが

表示されること。」

「検索結果画面にお

いて、各項目で分類

（降順、昇順の並び

替え）ができるこ

と。」「過去の検索

履歴から選択するこ

とにより対象者の照

会ができること。」

については、住⺠記

録システム標準仕様

検索により該当した情報の一覧表示がで

きること。

・全ての自

治体におい

て、表示可

能である。

検索結果の一覧表示ができ

る。（ヒアリング）

検索結果の一覧表示ができ

る。（ヒアリング）

検索結果の一覧表示ができ

る。（ヒアリング）

検索結果の一覧表示ができ

る。（ヒアリング）

検索結果表示件数の設定が

でき、検索結果が設定件数

を超えるとメッセージが表

示されること。

○ ○

c 3 13 − − −
・c-3-12に

含める。

検索結果画面において、各

項目で分類（降順、昇順の

並び替え）ができること。

c 3 14 − − −
・c-3-12に

含める。

過去の検索履歴から選択する

ことにより対象者の照会が

できること。

c 3 15 −
操作性に関するもの

であるため。
−

・一部の自

治体におい

て、制御可

能である。

メニューに戻ったり、画面

を切り替えることなく、基

本画面にて照会、異動、発

行の操作が連続してできるこ

と。

○ ○

c 3 16 −
世帯での検索で代用

できるため。
兄弟姉妹の検索ができること。

・全ての自

治体におい

て、機能な

し。

○ ○

ｃ．業務要件 − ４．台帳管理

c 4 1

個人を特定した後の

学齢簿の表示ができ

ること。

学校教育法施行規則

第三十条において、

管理項目が示されて

いるため。

個人を特定した後の学齢簿の表示ができ

ること。

・全ての自

治体におい

て、表示可

能である。

検索後に学齢簿の照会が可

能である。（ヒアリング）

検索後に学齢簿の照会が可

能である。（ヒアリング）

異動状況、児童・生徒情

報、保護者情報、学校情報

が照会できること。

児童・生徒情報、保護者情

報、就学校情報、就学猶予

免除情報等の学齢簿情報を

台帳管理でき、登録、編集

（異動、修正、削除）、照

会ができること。

初期画面表示時は最新情報

が照会できること。
○ ○

c 4 2

「新年度照会」ボタ

ン、「現年度照会」

ボタンで相互に照会

できること。

現年度と新年度の状

態を切替えて即時に

確認できるため。

−

・一部の自

治体におい

て、表示可

能である。

現年度の学齢簿照会画面、

又は新年度照会画面から、

「新年度照会」ボタン、

「現年度照会」ボタンで相

互に照会できること。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 4 3 − − −
・c-4-1に含

める。

学齢簿の状態（入学前、就

学中、卒業、不就学等）が

画面上段に明示的に表示さ

れること。

c 4 4 − − −
・c-4-1に含

める。

小学校情報、中学校情報と

して、就学区分、学校区、就

学校、入学年月日、卒業年

月日が照会できること。

c 4 5 − − −
・c-4-1に含

める。

就学校と学区が異なる場合

は表示されること。

c 4 6 − − −
・c-4-1に含

める。

指定校以外の学校に在籍して

いる児童生徒の場合は、そ

の理由を画面上で確認でき

ること。

区域外就学の場合、理由が

照会できること。

c 4 7 − − −
・c-4-1に含

める。

就学・不就学の情報が照会

できること。

不就学情報（不就学年月

日、不就学区理由、不就学

期間、復学年月日）が照会

できること。

c 4 8 − − −
・c-4-1に含

める。

出席の督促履歴の照会がで

きること。

c 4 9 − − −
・c-4-1に含

める。

転入学前の学校名が照会で

きること。

c 4 10

・桁数制限について

住⺠票に記載がある

か確認

・通称名の管理を行

うか検討

− −
・c-4-1に含

める。

外国籍児童・保護者氏名等

外国人登録の氏名文字数に

対応すること。

外国人の児童・生徒を管理

でき、日本児児童・生徒と

同様に、新入学処理および

異動処理ができること。ま

た、外国籍の児童・生徒の

本国名及び通称名を管理で

きること。

c 4 11 − − −
・c-4-1に含

める。

入学予定の児童を管理するこ

とができること。

c 4 12 −

学齢簿情報において

に、健康診断受診予

定校及び実際に受診

する学校を管理項目

としていないため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

健康診断受診予定校及び、

実際に受診する学校の記録が

可能なこと。

○ ○

c 4 13 −

用途不明な項目は標

準仕様としないた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

任意の項目（オプション項

目）を登録することができる

こと。各項目のタイトル、登

録する内容(コンボボックス

での選択/テキスト/日付の中

から任意で設定可能)を自由

にカスタマイズでき、本番

稼働後も自由に変更・追

加・削除ができること。

○ ○

c 4 14 − − −
・c-4-1に含

める。

照会画面で備考の内容が確

認できること。



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 4 15

付箋を画面に添付で

き、画面表示した場

合に注意メッセージ

が表示されること。

備考とは別に付箋機

能を有することで、

画面照会時に注意喚

起を行うことができ

るため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿画面にはメモ（付

箋）機能として特記事項を添

付することが可能で、検索し

て画面表示を行った時に、

その旨メッセージが表示さ

れ注意を喚起することができ

ること。

○ ○

c 4 16 − − −
・c-4-1に含

める。

世帯員情報（氏名、生年月

日、続柄、住記異動事

由）、小学校区、中学校区

の情報を照会できること。

世帯構成員が一覧形式で照

会できること。

c 4 17

異動履歴ごとに異動

更新を実施した更新

情報（更新日時、操

作者名、場所等）が

照会できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「1.2.1異動履

歴の管理」に記載さ

れている内容に従

い、管理できるこ

と。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

異動履歴ごとに異動更新を実

施した更新情報（更新日

時、操作者名、場所等）が

照会できること。

○ ○

c 4 18 − − −
・c-4-1に含

める。

児童生徒が海外転出等法令

の適用外へ転出した等の場

合において、学校からの報

告により、住基及び外国人

登録の消除状況を確認でき

ること。

c 4 19

個人を特定した後の

変更履歴の表示がで

きること。

学校教育法施行規則

第三十条において、

管理項目が示されて

おり、変更履歴につ

いても確認を行う必

要があるため。

個人を特定した後の変更履歴の表示がで

きること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿の異動履歴が一覧形

式で照会できること。
○ ○

c 4 20

一覧から選択するこ

とによりその時点の

学齢簿を照会できる

こと。

操作性に関するもの

であるため。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

一覧から選択することにより

その時点の学齢簿を照会で

きること。

○ ○

c 4 21
学齢簿記載内容変更

ができること。

学校教育法施行令第

三条において、「新

たに学齢簿に記載を

すべき事項を生じた

とき、学齢簿に記載

をした事項に変更を

生じたとき、又は学

齢簿の記載に錯誤若

しくは遺漏があると

きは、必要な加除訂

正を行わなければな

らない。」と定めら

れているため。

学齢簿記載内容変更ができること。

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿情報の変更ができる

こと。

学齢簿にある小学生及び中

学生の情報を修正することが

できる。

更新は履歴を取得でき、か

つ取得した履歴は照会でき

ること。

学齢簿にある小学校・中学

校・義務教育学校の生徒の

情報や保護者の変更や年度

途中での転学等の修正を行

う。

異動（入学、編入学、転

校、転校取消、保護者変

更、住所・氏名変更、項目

変更、退学、就学免除、就

学猶予、就学再開、卒業、

卒業取消、出学、出学取

消、職権消除、職権回復、

督促登録）の事由により異

動ができること。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 4 22 − − −
・c-4-21に

含める。

小学校情報、中学校情報と

して、就学区分、学校区、就

学校、入学年月日、卒業年

月日の入力ができること。

c 4 23 − − −
・c-4-21に

含める。

異動処理の修正・削除がで

きること。

c 4 24 − − −
・c-4-21に

含める。

児童生徒情報を修正できる

こと（住基システムを基

に）。異動日が入力できる

こと。

c 4 25
学校宛除籍報告書を

出力できること。

異動通知書で代用可

のであるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

児童生徒情報を修正できる

こと（住基システムを基

に）。異動日が入力できる

こと。除籍の場合は、学校

宛除籍報告書を出力できる

こと。

○ ○

c 4 26 − − −
・c-4-21に

含める。

新入学予定児童について

も、既存の児童生徒と同様

に異動処理ができること。

c 4 27 − − −
・c-4-21に

含める。

生年月日を入力すると自動的

に学年を算出できること。

c 4 28 − − −
・c-4-21に

含める。

保護者は同一世帯員だけで

なく、別世帯の世帯員およ

び住登外者から設定できる

こと。

c 4 29 − − −
・c-4-21に

含める。

保護者の変更や年度途中で

の転学等の情報修正をおこ

なうことができること。

c 4 30 −
操作性に関するもの

であるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

異動履歴を残さずに、メモ機

能が使用できること。
○ ○

c 4 31

備考は最新のデータ

にて管理できるこ

と。

備考は台帳ごとに管

理するものではな

く、対象者として管

理する者であるた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

備考の内容が新年度から現

年度データに一元化されたと

きに引き継がれること。

○ ○

c 4 32 −
操作性に関するもの

であるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

異動事由メニューから選択

して異動ができること。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 4 33

ＤＶ又はストーカー

等支援対象に対する

抑止ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「3.1異動・発

行・照会抑止」に記

載されている内容に

従い、抑止する必要

があるため。

ＤＶ又はストーカーの管理を行っている

場合、該当者の異動制限が掛かっている

かの確認（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

・b- -2に含

める。

特に制御されておらず異動で

きる。

該当者である旨の警告メッ

セージが表示された後に異

動を行うことができる。

制御していない。 制御していない。

該当者である旨の警告メッ

セージが表示された後に異

動を行うことができる。

○ ○

c 4 34

異動処理にて該当者

の削除ができるこ

と。

誤って登録してし

まった不要な対象者

の削除が必要である

ため。

検索・帳票印刷からの該当者の削除がで

きること。

・c-4-21に

含める。
○ ○

c 4 35 −

学齢簿・住基差異

チェックリストにて

確認を行ったうえ

で、手動による最新

化を想定するため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿台帳を全学年最新状

態に更新する機能があるこ

と。

○ ○

ｃ．業務要件 − ５．学齢簿

c 5 1
学齢簿を出力できる

こと。

学校教育法施行令第

二条において、「毎

学年の初めから五月

前までに、文部科学

省令で定める日現在

において、当該市町

村に住所を有する者

で前学年の初めから

終わりまでの間に満

六歳に達する者につ

いて、あらかじめ、

前条第一項の学齢簿

を作成しなければな

らない。」と定めら

れているため。

−

・全ての自

治体におい

て、学齢簿

の出力が可

能である。

毎年7月1日現在の学齢簿を

出力し、各学校の在籍児童

生徒の在籍関係を確認でき

ること。

学齢簿について、児童生徒

氏名・通称名、生年月日、

性別、住所、国籍、現就学

校、指定学校、学年、入

学・卒業年月日、指定学校

変更・区域外就学・不就学

（就学義務猶予･免除）状況

についての期間や事由表記

欄、前就学校、付記情報欄

が印刷されること。小中区

分の選択ができること。児

童生徒の検索から照会画面

に遷移し、当該児童生徒の

学齢簿が印刷できること。

小学校、中学校ごとに学齢簿

が発行できること。
学齢簿を出力できること。 学齢簿が発行できること。 ○ ○

c 5 2 − − −
・c-5-1に含

める。

庁内保管用の学齢簿を出力

する。庁内連絡用の学齢簿情

報を出力する。

c 5 2 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学校区、就学校、学年を任

意に指定して学齢簿（帳票）

を作成できること。

○ ○

c 5 3 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、出力順序の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿の出力順序として、小

学校区・カナ氏名・生年月

日・性別を組み合わせて任

意の順で出力できること。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 5 4 − − −
・c-5-2に含

める。

卒業者年月日の範囲指定に

より、卒業者の学齢簿（帳

票）を作成できること。

c 5 5
異動者一覧表の出力

ができること。

異動者の確認及び学

校への通知を行うた

めに必要であるた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿管理情報に異動が

あった者の一覧を出力でき

ること。

学齢簿異動一覧が作成でき

ること。また、ＣＳＶデータ

として出力できること。

○ ○

c 5 6 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿管理情報に異動が

あった者の一覧を在籍学

校、学年、指定校区、異動

日、異動届日、異動事由を

指定して出力できること。

異動事由、異動年月日の範

囲指定により学齢簿異動一

覧が作成できること。

○ ○

c 5 7

メモ機能による備考

情報や入力の履歴は

学齢簿に反映されな

いこと。

学校教育法施行規則

第３０条に記載の項

目でないため、出力

を行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

メモ機能による備考情報や

入力の履歴は学齢簿に反映

されないこと。

○ ○

c 5 8

学齢簿・住基差異

チェックリストが出

力できること。

学齢簿の異動漏れを

確認する必要がある

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

住⺠記録の情報と学齢簿の

情報を表示し比較チェック

ができること。

○ ○

ｃ．業務要件 − ６．新⼊⽣（年次）

c 6 1

住⺠情報から⾃動的

に作成ができるこ

と。また、権限者に

よって確認・追記・

修正できること。

※保護者の自動判定

ができること。

※学校区の自動判定

ができること。

学校教育法施行令第

一条第一項におい

て、「当該市町村の

区域内に住所を有す

る学齢児童及び学齢

生徒について、学齢

簿を編製しなければ

ならない。」、第一

条第二項において、

「学齢簿の編製は、

当該市町村の住⺠基

本台帳に基づいて行

なうものとする。」

と定められているた

め。

また、住⺠記録シス

テムで異動となった

児童又は保護者の情

報を学齢簿に反映さ

せる必要があるた

め。

外部システムからの⼀括登録（住⺠記録

システムから自動的に作成）ができるこ

と。また、権限者によって確認・追記・

修正できる。

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

当市内に住⺠登録があり，

翌年小中学校新入学の学齢

の児童生徒について，就学

DBの新学校コードを更新で

きること。

住⺠基本台帳より、新⼊学

児童と新中学一年生徒のデー

タが一括作成できること。

また、EUCデータが作成で

きること。また、新入生デー

タ作成後は、小学校6年生に

異動が発生した場合、新中

学1年生の異動一覧にも表示

されること。

来年度入学予定の新１年生

を学齢簿へ自動登録できる

こと。

住基情報から翌年度６歳児

の世帯員がいる世帯を抽出

し、新入学予定児童として、

任意の時期に新規の就学予

定者学齢簿データを作成でき

る。その際、指定学校を自

動的に設定できること。

住⺠記録上の就学予定者か

ら一括して学齢簿を作成でき

ること。また、外国人を含

めて学齢簿の作成ができる

こと。

○ ○

c 6 2 − − −
・c-6-1に含

める。

学齢簿情報から翌年度中学

１年生になる児童を抽出

し、新入学予定生徒として、

新規の就学予定者学齢簿デー

タを作成できること。



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 6 3 −
操作性に関するもの

であるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

「選べる学校制度」により

在籍校を選択するときには、

画面上で、住所から判定し

たブロック内の学校を強調表

示すること。

○ ○

c 6 4

学校選択制案内書、

学校選択制調査書の

出力ができること。

学校教育法施行規則

第三十二条第一項に

おいて、「就学予定

者の就学すべき小学

校、中学校又は義務

教育学校（次項にお

いて「就学校」とい

う。）を指定する場

合には、あらかじ

め、その保護者の意

見を聴取することが

できる。この場合に

おいては、意見の聴

取の手続に関し必要

な事項を定め、公表

するものとする。」

とされているため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定変更許可区域該当通知

書の再発行ができること。

新入学児童・生徒を対象に

した「選べる学校制度の案

内」、「希望調査票」、及

び抽選制に伴う帳票類が発

行できること。

○ ○

c 6 5

学校選択制案内書の

出力ができ、選択可

能な学校の一覧を印

刷できること。

同上 −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学校説明会通知書の印刷が

できること。その際、学区

から「選べる学校制度」に

則ったブロック内の選択可能

な学校の一覧を印刷できる

こと。

○ ○

c 6 6

健康診断通知書、健

康診断票、健康診断

予備調査票、健康診

断結果通知書が出力

できること。

学校保健安全法第十

一条において、「学

校に就学させるべき

者で、当該市町村の

区域内に住所を有す

るものの就学に当た

つて、その健康診断

を行わなければなら

ない。」とされてい

るため。

ただし、住⺠記録シ

ステム標準仕様書

【第1.0 版】の「9.5

住⺠基本台帳の⼀部

の写し（閲覧用）」

に記載されている内

容に従い、出力順序

の明記は行わない。

−

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

就学時健康診断のお知ら

せ、学校別該当者名簿につ

いて、外国人も対象とするこ

と。また、転入により次年

度当市立の小学校に入学予

定となった、または学区外

転居・指定校変更許可によ

り入学予定校が変更になっ

た場合、オンラインで出力

できること。

就学時健康診断通知につい

て、電子公印印字のうえ出

力できること。就学時健康

診断実施日程並びに会場名

の入力ができること。発行

日は任意に指定できるこ

と。実施日程、会場名、児

童氏名、保護者（世帯主）

氏名、児童住所、出力日が

印字されること。

新入学児童を対象にした就

学時健康診断票・就学時健

康診断保健調査票が発行で

きること。

新入学児童を対象として就学

時健康診断通知書・問診票

が小学校区単位で出力でき

ること。また、対象者一覧

も出力できること。就学時

健康診断の通知書に記載する

日付・時間・場所・備考情

報は学校毎に設定できるこ

と。

健康診断通知書および発送

者一覧が作成できること。

（出力順序として、小学校

区・カナ氏名・生年月日・

性別を組み合わせて任意の

順で出力できること。）ま

た、ＣＳＶデータとして出力

できること。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 6 7 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件、出力

順序の明記は行わな

い。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

小学校区を指定して健康診断

票、て健康診断予備調査

票、健康診断結果通知書、

それぞれの発送者一覧が作

成できること。（出力順序

として、小学校区・カナ氏

名・生年月日・性別を組み

合わせて任意の順で出力で

きること。）また、ＣＳＶ

データとして出力できるこ

と。

○ ○

c 6 8 − − −
・c-6-6に含

める。

就学時健康診断票が発行で

きること。

c 6 9 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

新年度の健康診断データを作

成するため、現小学校別に入

学予定の中学校を記載してい

るリストを出力できるこ

と。

○ ○

c 6 10

健康診断通知書に実

施日、時間、場所を

任意で指定できるこ

と

対象者によって、実

施日、時間、場所が

違うため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

・c-6-6に含

める。

各小学校の就学時健康診断

の実施日および受付時間の

登録について、オンライン

から登録できること。

就学時健康診断の受診場所

を任意に設定できること。

c 6 11 −
学齢簿の管理項目で

ないため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学時健康診断の待ち時間

に実施している子育て講座

(生涯学習課主催)の有無につ

いて、オンラインから登録

できること。

○ ○

c 6 12

入学通知書及び発送

者一覧表の出力がで

きること。

※就学義務猶予免除

中の対象者は、除外

できること

※他所課で通知を再

発行する場合の公印

が指定できること。

※学区不明リスト

は、EUC機能での代

用とする。

学校教育法施行令第

五条第一項におい

て、「保護者に対

し、翌学年の初めか

ら二月前までに、小

学校、中学校又は義

務教育学校の入学期

日を通知しなければ

ならない。」とされ

ているため。

ただし、住⺠記録シ

ステム標準仕様書

【第1.0 版】の「9.5

住⺠基本台帳の⼀部

の写し（閲覧用）」

に記載されている内

容に従い、抽出条

件、出力順序の明記

は行わない。

−

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

入学通知書については、外

国籍児童・保護者氏名等外

国人登録の氏名文字数に対

応すること。また、就学義務

猶予中の場合は、入学通知

発行をしないこと。（学区

不明リスト、保護者エラー

チェックリスト、対象者集

計表および氏名外字・桁あ

ふれリストについて、10日

間経過後も未出力の場合は

強制出力すること。）

入学通知書が児童生徒毎に

出力できること。また、一

括で出力できること。

小学校入学予定の学齢児童

及び中学校入学予定の学齢

生徒を対象に通知書を作

成・発行ができること。さ

らに小学校区、中学校区ごと

に名簿を作成できること。

入学予定者名簿は出力ソー

ト順を指定できること。

（ＥＵＣ可）

新入学児童・生徒を対象と

した入学通知書が全件、学

校単位、個人単位で出力で

きること。

入学期日を指定して、小学校

入学通知書が発行できるこ

と。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 6 13 − − −
・c-6-12に

含める。

入学期日を指定して、中学校

入学通知書が発行できるこ

と。

c 6 14 − − −
・c-6-12に

含める。

小学校区を指定して小学校入

学通知書および発送者一覧

が作成できること。（出力

順序として、小学校区・カナ

氏名・生年月日・性別を組

み合わせて任意の順で出力

できること。）また、ＣＳ

Ｖデータとして出力できるこ

と。

c 6 15 − − −
・c-6-12に

含める。

中学校区を指定して中学校入

学通知書および発送者一覧

が作成できること。（出力

順序として、小学校区・中学

校区・カナ氏名・生年月

日・性別を組み合わせて任

意の順で出力できるこ

と。）また、ＣＳＶデータと

して出力できること。

c 6 16
入学予定通知書が出

力できること。

入学通知より前に予

定通知を出力してい

る自治体があるた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

9月中旬、小学校入学予定者

のみ送付（※8/31時点の

データ）している。（ヒアリ

ング）

年度末異動（新年度入学

者）の場合、「新○学年」

の表記がある「入学予定通

知書」が出力されること。

（調達仕様書）

送付していない。（ヒアリン

グ）

７月下旬に入学予定通知書

と希望調査票が一体型で送

付している。（ヒアリング）

送付していない。（ヒアリン

グ）

送付していない。（ヒアリン

グ）
○ ○

c 6 17 − − −
・c-6-12に

含める。

紛失等保護者からの連絡に

応じ入学通知書を再発行で

きること。（家庭の事情で

住基住所≠送付先住所の場

合、送付先住所を別に管理

できること。公印の手押し

と、電子公印の押印を選択

可とすること。）

c 6 18 − − −
・c-6-12に

含める。

新入学児童生徒への通知に

ついて保護者あて通知書等

の再発行機能を付加し、公

印の手押しと、電子公印の

押印を選択可とすること。

（⼾籍住⺠課、税務住⺠課

を含む）

c 6 19 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

新小学校入学児童の氏名、

よみがな、生年月日を入学

小学校順でMO等の電子的媒

体に取り出す処理ができる

こと。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 6 20
小学校入学者名簿が

出力できること。

庁内連絡用及び学校

連絡用の学齢簿情報

を出力する必要があ

るため。

ただし、住⺠記録シ

ステム標準仕様書

【第1.0 版】の「9.5

住⺠基本台帳の⼀部

の写し（閲覧用）」

に記載されている内

容に従い、抽出条

件、出力順序の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

新入学児童の名簿（児童生

徒氏名、フリガナ、生年月

日、住所、入学校名、保護

者氏名、続柄）を、学校ご

と、小学校区分ごとに選択

し、出力できること。

新入学予定者一覧（名簿）

が、全件、学校単位で出力

できること。

小学校区を指定して小学校入

学者名簿が作成できるこ

と。（出力順序として、小学

校区・カナ氏名・生年月

日・性別を組み合わせて任

意の順で出力できるこ

と。）また、ＣＳＶデータと

して出力できること。

○ ○

c 6 21
中学校入学者名簿が

出力できること。
同上 −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

新入学生徒の名簿（児童生

徒氏名、フリガナ、生年月

日、住所、入学校名、保護

者氏名、続柄）を、学校ご

と、中学校区分ごとに選択

し、出力できること。

中学校区を指定して中学校入

学者名簿が作成できるこ

と。（出力順序として、小学

校区・中学校区・カナ氏

名・生年月日・性別を組み

合わせて任意の順で出力で

きること。）また、ＣＳＶ

データとして出力できるこ

と。

○ ○

c 6 22 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学前幼児名簿、就学予定

中学校一覧、国・私立入学

者名簿について、次年度小

中学校入学予定者につい

て、小中区分選択ができる

こと。学校ごとに選択、出力

ができること。

○ ○

c 6 23 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学校区不明者名簿につい

て、指定学校が振り当てら

れていない児童生徒が、一覧

で表示されること。

○ ○

c 6 24 − − −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

・c-6-12に

含める。

市内に住⺠登録または外国

人登録があり、翌年小学校

新入学の外国人入学予定者

リストについて、10日間経

過後も未出力の場合は就学

案内を強制出力すること。

c 6 25

小学校、中学校の入

学対象者に対して指

定した入学年月日を

一括して登録できる

こと。

入学予定者を新１年

生として登録するた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

小学校、中学校の入学対象

者に対して指定した入学年月

日を一括して登録できるこ

と。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 6 26 − − −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

・c-6-25に

含める。

入学処理によって、新入学

予定児童のデータを小学１年

生データとして変換できるこ

と。新入学予定児童の内、

転出等の異動があった者

は、入学処理で小学１年生

に変換されないこと。

c 6 27 − − −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

・c-6-25に

含める。

入学処理によって、新入学

予定生徒を中学１年生として

変換できること。新入学予

定生徒の内、転出等の異動

があった者は、入学処理で

中学１年生に変換されない

こと。

c 6 28

異動通知書の出力が

スケジュール機能に

より児童出力できる

こと。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.1バッチ処

理」に記載されてい

る内容に従い、バッ

チ処理の実行をスケ

ジュール管理する必

要があるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

新入学予定生徒異動通知書

については、システム内カレ

ンダー（テーブル）等でスケ

ジューリングし、発行を制

御できること。

○ ○

c 6 29
通知書の部数指定が

できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.7印s多

雨」に記載されてい

る内容に従い、出力

部数の設定が必要で

あるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

・異動通知

書は、c-1-6

に含める。

小学校新入学予定児童異動

通知書の２部出力もしくは

再発行（帳票毎）機能を付

加すること。

○ ○

ｃ．業務要件 − ７．進級（年次）

c 7 1

進級・卒業の一括処

理ができること。ま

た、原級留置項目と

の関連を考慮するこ

と。

標準

進級・卒業の一括処理ができること。ま

た、原級留置項目との関連を考慮するこ

と。

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿を編製した児童生徒

について毎年始業式の前日

に行う、学年更新、原級留

置、卒業についての処理が

できること。

進級処理ができること。

年度切替にて進級、進学情

報登録が一括で実行できる

こと。

児童・生徒の学年を一括

で、１学年進級処理ができ

ること。小学６年生、中学

３年生の児童生徒に卒業情

報（卒業校、卒業日等）を

一括で設定できること。

（小学校と中学校を個別に

処理ができること。）

小学校、中学校の在校生は

学年進級を一括して行うこと

ができること。

○ ○

c 7 2 − − −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

・c-7-1に含

める。

小学校、中学校の卒業対象

者に対して指定した卒業年月

日を一括して登録できるこ

と。



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

ｃ．業務要件 − ８．転⼊・転出・移籍・統廃合

c 8 1

転入児童生徒の学齢

簿の新規作成ができ

ること。住⺠記録シ

ステムから自動的に

作成し、アラートを

表示し、権限者に

よって確認・追記・

修正ができること。

※保護者の自動判定

ができること。

※学校区の自動判定

ができること。

学校教育法施行令第

一条第一項におい

て、「当該市町村の

区域内に住所を有す

る学齢児童及び学齢

生徒について、学齢

簿を編製しなければ

ならない。」、第一

条第二項において、

「学齢簿の編製は、

当該市町村の住⺠基

本台帳に基づいて行

なうものとする。」

と定められているた

め。

また、住⺠記録シス

テムで異動となった

児童又は保護者の情

報を学齢簿に反映さ

せる必要があるた

め。

転入児童生徒の学齢簿の新規作成ができ

ること。住⺠記録システムから⾃動的に

作成し、アラートを表示し、権限者に

よって確認・追記・修正ができること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

転入者の保護者名、続柄、

前学校、受入日等の情報を

入力でき、異動通知書、転

入学通知及び保護者宛学校

指定通知書を出力できるこ

と。

住記の登録者を検索し、新

規に学齢簿を登録できるこ

と。また、更新、削除がで

きること。さらに、通称名

使用に対応できること（通

称名は住記上のものに限ら

ず、学齢簿独自で設定する場

合も想定される。）。

学齢簿を新規に作成できる

こと。
○ ○

c 8 2

児童に異動があった

場合に住⺠記録情報

から反映可能な項目

は更新できること。

学校教育法施行規則

第３０条に記載の項

目を最新管理する必

要があるため。

住⺠記録システムで児童に転居、転⼊及

び転出等の異動が発生した場合、自動反

映するかの確認（ヒアリング）

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

氏名、氏名フリガナ、通称

名、本名、現住所、転入前

住所、転出先住所、生年月

日、性別、小学校区、中学

校区が反映される。

氏名、氏名フリガナ、通称

名、本名、現住所、転出先

住所、生年月日、性別、小

学校区、中学校区が反映さ

れる。

異動があると、一度異動一

覧として挙がってきて、確認

後反映される。

氏名、氏名フリガナ、通称

名、本名、現住所、生年月

日、性別、小学校区、中学

校区が反映される。

外国人で通称名が登録されて

いる場合は、通称名が氏名

となり、登録されていない場

合は、本名が氏名となり、

併記を行うことができな

い。

異動内容は、基本的に自動

反映されるが、異動リスト

にて内容確認を行う。

氏名、氏名フリガナ、本名、

現住所、生年月日、性別、

小学校区、中学校区が反映

される。

氏名、氏名フリガナ、通称

名、本名、現住所、小学校

区、中学校区が反映され

る。

転入、転出は対応外で、転

入の場合は、異動票により

手動反映を行う。学校区は

指定校が設定される。

○ ○

c 8 3

保護者に異動があっ

た場合に住⺠記録情

報から反映可能な項

目は更新できるこ

と。

学校教育法施行規則

第３０条に記載の項

目を最新管理する必

要があるため。

住⺠記録システムで保護者に転居、転⼊

及び転出等の異動が発生した場合、自動

反映するかの確認（ヒアリング）

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

氏名、通称名、本名、生年

月日、続柄が反映される。

氏名、氏名フリガナ、通称

名、本名、現住所、転出先

住所、生年月日、性別、小

学校区、中学校区が反映さ

れる。

異動があると、一度異動一

覧として挙がってきて、確認

後反映される。

異動リストにて内容確認を

行い、必要に応じて異動処

理を行う。

氏名、氏名フリガナ、本名、

現住所、生年月日、性別が

反映される。

氏名、氏名フリガナ、通称

名、本名、現住所が反映さ

れる。

転入、転出は対応外で、必

要に応じ手動反映を行う。

○ ○

c 8 4

学校宛の異動通知及

び異動リストを出力

できること。

※一括出力は人口規

模によって機能があ

ると望ましい。

異動者の学校への連

絡が必要であるた

め。

住⺠記録システムで何等か異動があった

場合、どのように学校に連絡を行ってい

るかの確認（ヒアリング）

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

異動通知を印刷し、対象の

学校に送付している。
異動一覧を送付している。

異動一覧をExcelにまとめ送

付している。
異動通知書を送付している。

異動があった時点でシステム

から出力される異動通知書

を随時送付している。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 8 2

学齢簿が２重登録と

なった場合、一つに

纏めることができる

こと。

再転入などにより学

齢簿が別人扱いとな

り、同一人の履歴と

して管理できないた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外転居予定の場合、住

登データの前履歴として、住

登外データを引継ぐこと。ま

た、履歴管理ができるこ

と。

２重登録（２つの異なる学

齢簿番号で管理されている児

童・生徒が同一人物）を

チェックする機能を備え、２

重登録と判断された場合に

は、１つの学齢簿番号に統

合できること。

○ ○

c 8 3 − − −
・c-8-2に含

める。

再転入や帰化があった場

合、過去の情報と新しい情

報の２つのデータを同一人物

としてチェックし、データを

まとめることができるこ

と。

c 8 4

異動者の異動通知

書、学齢簿、転入通

知書、転学通知書が

出力できること。

保護者宛、学校⻑宛

に異動した旨を通知

する必要があるた

め。

−

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

住⺠登録上の転出があり、

学校あて異動通知書を送付

し、転校の場合は保護者あ

て転学書類を作成し交付で

きること。（異動者リス

ト、データエラーリストおよ

び更新エラーリストが未出

力の場合、翌月処理のデータ

更新前に強制出力するこ

と。）

住基異動やその他学齢簿異

動が発生し、処理を行った

児童生徒について、異動内

容が確認できる学校宛新入

学児童・生徒異動通知書が

作成されること。

更新と同時に学齢簿、転入

通知書、転出通知書、氏

名・住所・保護者等の変更

通知書が発行できること。

児童・生徒情報を更新した

際に、学齢簿、転入学通知

書、氏名・住所・保護者等

の変更通知書が発行できる

こと。また、転入学通知

書、変更通知書を保護者

宛、学校⻑宛に出⼒できる

こと。転出通知書を学校⻑

宛に出力できること。

転⼊・転出・住所/⼾籍変更

者に対しての異動通知書(学

校向け)が作成可能であるこ

と。

○ ○

c 8 5 − − −
・c-8-4に含

める。

登録と同時に学齢簿、転入

通知書が発行できること。

児童・生徒情報を登録すると

同時に就学通知書が発行で

きること。

保護者宛の転入学通知書が

発行できること。

c 8 6 − − −
・c-8-4に含

める。

学校宛の転入学通知書が発

行できること。

c 8 7 − − −
・c-8-4に含

める。

紛失等保護者からの連絡に

応じ就学通知書を再発行で

きること。

c 8 8

住⺠記録異動所課で

も入学通知書が出力

可能であること。

※公印は住⺠記録異

動所課のものである

こと。

世帯主と保護者が同

一で学校選択制を

行っていない自治体

の場合、住⺠記録異

動所課にて入学通知

書を発行する場合が

あるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

住基異動の際に、指定学校

に関する異動の場合は、現在

と同様に⼾籍住⺠課で保護

者あて就学通知（入学通知

及び移籍通知含めて）が出

力されること。

○ ○

c 8 9 −

国私立入学許可証の

提出を受けることで

完了する運用を想定

するため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学通知書について、保護

者あて通知書等について、

国私立学校等に就学の申出

があった場合に交付せず、

回収入力を行う。

○ ○

c 8 10

仮入学情報を判断で

きる機能を有するこ

と。

住所がない人？

D市に確認する。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

海外からの一時帰国や、外

国籍児童生徒の仮入学は、

正規の就学とは区分を分

け、仮入学についてもＤＢ

に登録し、通知書等を出力

できること。

住記異動によって転入学し

た児童生徒は「仮就学者」

とし、学齢簿への登録には

別途処理を行う仕組みであ

ること。

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 8 11

学校から転入報告を

ＣＳＶデータで受け

取り、システムに取

り込むことができる

こと。

教育委員会に届け出

た日と実際に入学し

た日が違うケースが

想定されるため、学

校からの情報による

取り込み機能が必要

であるため。

※学校との連携につ

いては、今後検討が

必要である。

※組合立など複数の

自治体に跨る学校の

連携については、今

後検討が必要であ

る。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学校から転入報告をＦＤ等

で受け取り、随時、システム

に取り込むことができるこ

と。このとき学校コードは

固定で付加すること。

○ ○

c 8 12 − − −
c-8-4に含め

る。

学校宛の転出学通知書が発

行できること。

c 8 13

新設校・廃校_⼊学通

知書が出力できるこ

と。

※学区不明リスト

は、EUC機能での代

用とする。

新設校・廃校に伴っ

て、入学通知書を一

括発行する必要があ

るため。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.1バッチ処

理」に記載されてい

る内容に従い、バッ

チ処理の実行をスケ

ジュール管理する必

要があるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

移籍通知書については、シ

ステム内カレンダー（テーブ

ル）等でスケジューリング

し、（⼾籍住⺠課での出⼒

を含めて）発行を制御でき

ること。（移籍時のみ実

施）また、再発行ができる

こと。（学区不明リストお

よび移籍時指定変更者リス

トについて、10日間経過後

も未出力の場合は強制出力

すること。）

○ ○

c 8 14 − − −
・c-8-13に

含める。

学校統廃合通知書の印刷が

できること。

ｃ．業務要件 − ９．指定学区以外

c 9 1

学校選択制に伴う異

動の登録・変更・照

会ができること。

学校教育法施行規則

第三十二条第一項に

おいて、「就学予定

者の就学すべき小学

校、中学校又は義務

教育学校（次項にお

いて「就学校」とい

う。）を指定する場

合には、あらかじ

め、その保護者の意

見を聴取することが

できる。この場合に

おいては、意見の聴

取の手続に関し必要

な事項を定め、公表

するものとする。」

とされているため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

以下に掲げる指定学校区以外

の管理が可能であること。

・選べる学校制度

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 9 2 −

抽選基準などが自治

体により違いがある

と想定されるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学校選択制における抽選対

応ができること。
○ ○

c 9 3

指定校変更に伴う異

動の登録・変更・照

会ができること。

学校教育法施行令第

八条において、「保

護者の申立てによ

り、その指定した小

学校、中学校又は義

務教育学校を変更す

ることができる。こ

の場合においては、

速やかに、その保護

者及び前条の通知を

した小学校、中学校

又は義務教育学校の

校⻑に対し、その旨

を通知するととも

に、新たに指定した

小学校、中学校又は

義務教育学校の校⻑

に対し、同条の通知

をしなければならな

い。」とされている

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定学校変更や区域外就学

によらず、就学校の修正が

行えること。

以下に掲げる指定学校区以外

の管理が可能であること。

・指定校変更（市内で、住

所異動を伴わず一度指定し

た学校を変更する場合）

指定校変更の理由や期間を

管理できること。指定校変

更理由は、一覧から選択に

よる入力ができること。指

定校変更情報を履歴で管理

できること。また履歴を一

覧で確認できること。

○ ○

c 9 4

指定学校変更許可期

間終了後の就学通知

書が出力できるこ

と。

同上 −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定学校変更の期間が満了

した等、住基の異動を伴わ

ない事由の場合、就学通知

書を交付できること。

○ ○

c 9 5

指定学校変更許可通

知書を出力できるこ

と。

同上 −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

保護者変更があった際、新

しい保護者を選択し、続柄

を入力でき、保護者宛の指

定学校変更許可通知書を出

力できること。

○ ○

c 9 6 − − −
c-9-5に含め

る。

指定校変更許可書につい

て、文言の編集が行えるこ

と。
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 9 7
転入学通知書を出力

できること。

学校教育法施行令第

八条において、「保

護者の申立てによ

り、その指定した小

学校、中学校又は義

務教育学校を変更す

ることができる。こ

の場合においては、

速やかに、その保護

者及び前条の通知を

した小学校、中学校

又は義務教育学校の

校⻑に対し、その旨

を通知するととも

に、新たに指定した

小学校、中学校又は

義務教育学校の校⻑

に対し、同条の通知

をしなければならな

い。」とされている

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定校≠就学校の状態で強

制的に転入学通知書を発行

できること。

○ ○

c 9 8 −
操作性に関するもの

であるため。

帳票発行は可能だが、履歴削除は操作に

より行うこととする。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定校≠就学校の状態で強

制的に転入学通知書を発行

した場合、その履歴を削除

できること。

○ ○

c 9 9

指定学校変更申請

書、指定学校変更許

可通知書（保護者

宛、新旧学校⻑

宛）、指定学校変更

許可期間終了後の就

学通知書が出力でき

ること。

学校教育法施行令第

八条において、「保

護者の申立てによ

り、その指定した小

学校、中学校又は義

務教育学校を変更す

ることができる。こ

の場合においては、

速やかに、その保護

者及び前条の通知を

した小学校、中学校

又は義務教育学校の

校⻑に対し、その旨

を通知するととも

に、新たに指定した

小学校、中学校又は

義務教育学校の校⻑

に対し、同条の通知

をしなければならな

い。」とされている

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定学校変更の申請書の理

由、期間、学校の情報を入

力でき、異動通知書、学校

宛の指定学校変更許可通知

書、保護者宛の指定学校変

更許可通知書及び保護者宛

の入学通知書を出力できる

こと。

○ ○

c 9 10 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学校変更を希望している児童

生徒、及び既に変更を許可

した児童生徒の一覧表を出

力できること。

指定校変更対象者一覧を小

学校、中学校、学校、学

年、小学校区、中学校区、

期間の範囲を指定し出力で

きること。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 9 11 − − −
c-9-3に含め

る。

指定学校変更の解除をでき

ること。

c 9 12 − − −
c-9-3に含め

る。

保護者からの申請により指

定学校の変更を行う場合、

指定学校変更コードの追加

等に対応できること。

c 9 13 −
操作性に関するもの

であるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

盲者等の就学について、住

基異動の際に、学齢簿の記

載事項の異動でかつ養護学

校籍の場合は、異動通知書

（学事課あて）を出力するこ

と。

○ ○

c 9 14
就学校変更者一覧ガ

出力できること。

学校教育法施行令第

八条において、「保

護者の申立てによ

り、その指定した小

学校、中学校又は義

務教育学校を変更す

ることができる。こ

の場合においては、

速やかに、その保護

者及び前条の通知を

した小学校、中学校

又は義務教育学校の

校⻑に対し、その旨

を通知するととも

に、新たに指定した

小学校、中学校又は

義務教育学校の校⻑

に対し、同条の通知

をしなければならな

い。」とされている

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学校変更者リストについ

て、指定外就学処理を行っ

ている児童生徒の抽出がで

きること。変更許可の理

由、期間が表示されるこ

と。

○ ○

c 9 15 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学校変更者リストについ

て、小中学校区分が選択で

きること。学校ごとに出力が

できること。

○ ○

c 9 16 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定外就学者名簿、指定外

期間満了者リスト、指定校

変更名簿リストについて、

指定外就学処理を行ってい

る児童生徒の抽出ができる

こと。小中学校区分が選択

できること。学校ごとに出力

ができること。変更許可の

理由、期間が表示されるこ

と。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 9 17

区域外就学に伴う異

動の登録・変更・照

会ができること。

学校教育法施行令第

九条及び第十条にお

いて、「区域外就学

等」の手続きが規定

されているため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外就学によらず、就学

校の修正が行えること。

以下に掲げる指定学校区以外

の管理が可能であること。

・区域外就学（市に住⺠登

録が無い児童・生徒が市立

学校に在籍する場合）

区域外就学の児童・生徒の

管理ができること。

市外から市内学校への就学

と市内から市外学校への就

学の児童生徒を管理できる

こと。

区域外の学校を管理できる

こと。
○ ○

c 9 18

区域外就学許可期間

終了後の就学通知書

が出力できること。

同上 −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外就学の期間が満了し

た等、住基の異動を伴わな

い事由の場合、就学通知書

を交付できること。

○ ○

c 9 19

区域外就学更許可通

知書を出力できるこ

と。

同上 −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

保護者変更があった際、新

しい保護者を選択し、続柄

を入力でき、保護者宛の区

域外就学許可通知書を出力

できること。

○ ○

c 9 20 − − −
c-9-19に含

める。

区域外就学許可書につい

て、文言の編集が行えるこ

と。

c 9 21

区域外就学協議書

（回答）を出力でき

ること。

学校教育法施行令第

九条及び第十条にお

いて、「区域外就学

等」の手続きが規定

されているため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

市内に住登がある児童生徒

の保護者が他市町村の小中

学校への就学を申請し、協

議書が送られ、それに対して

回答を作成するとともに、

区域外就学の申請の情報を

入力でき、区域外就学協議

書（回答）を出力できるこ

と。

○ ○

c 9 22

区域外就学申請書、

区域外就学許可通知

書を出力できるこ

と。

同上 −

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外就学の協議書の回答

の情報を入力でき、区域外

就学協議書（申請）及び入

学通知書を出力できるこ

と。

○ ○

c 9 23 − − −
c-1-11に含

める。

学校あて通知書を作成する場

合、転居先住所を送付先住

所として別に管理が可能とす

ること。

c 9 24 − − −
c-9-17に含

める。

協議の結果、内容が変更に

なった際、入力した全ての

項目が修正できること。

c 9 25 − − −
c-9-17に含

める。

区域外就学解除日の任意入

力、解除のチェックボタ

ン、備考の入力ができるこ

と。

c 9 26 − − −
c-9-17に含

める。

区域外就学理由は、一覧か

ら選択できること。

区域外就学の理由が入力で

きること。
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 9 27 − − −
c-9-17に含

める。

区域外申請理由のコード管

理ができること。
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 9 28 − − −
c-9-17に含

める。

区域外就学の許可理由と許

可期間が管理できること。

c 9 29 − − −
c-9-17に含

める。

区域外就学情報の履歴を管

理できること。また履歴を

一覧で確認できること。

c 9 30
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外就学期間が終了した

児童生徒の一覧が画面表示

できること。申請年度・申

請事由・就学期間を条件と

して区域外就学の申請情報を

検索して一覧が画面表示でき

ること。

○ ○

c 9 31

区域外就学者名簿、

就学校変更者リスト

ガ出力できること。

学校教育法施行令第

九条及び第十条にお

いて、「区域外就学

等」の手続きが規定

されているため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外就学者名簿、就学校

変更者リストについて、区

域外就学処理を行っている

児童生徒の抽出ができるこ

と。変更許可の理由、期間

が表示されること。

区域外就学期間が管理で

き、区域外就学対象者一覧

を出力できること。

○ ○

c 9 32 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外就学者名簿、就学校

変更者リストについて、小

中学校区分が選択できるこ

と。学校ごとに出力ができる

こと。

区域外就学対象者一覧を小

学校、中学校、学校、学

年、小学校区、中学校区、

期間の範囲を指定し出力で

きること。

○ ○

c 9 33 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外期間満了者リスト、

指定校変更名簿リストにつ

いて、区域外就学処理を

行っている児童生徒の抽出

ができること。小中学校区

分が選択できること。学校

ごとに出力ができること。変

更許可の理由、期間が表示

されること。

区域外就学期間が終了した

児童生徒の一覧が表示でき

ること。申請年度・申請事

由・就学期間を条件として区

域外就学の申請情報を検索

して一覧が表示できること。

○ ○

c 9 34

国・私立就学に伴う

異動の登録・変更・

照会ができること。

学校教育法施行令第

九条及び第十条にお

いて、「区域外就学

等」の手続きが規定

されているため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定学校変更や区域外就学

によらず、就学校の修正が

行えること。

以下に掲げる指定学校区以外

の管理が可能であること。

・国立、私立、他自治体の

公立学校など、管外の学校

の在籍管理

独立行政法人・県立・私立

通学者など（市立学校の児

童・生徒以外の市内在住

者）についても、管理でき

ること。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 9 35 − − −
c-9-34に含

める。

私学の就学校、期間を管理

できること。私学就学情報

を履歴で管理できること。

c 9 36 −
異動通知書で代用可

のであるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

市内に住登がある児童生徒

が国私立小中学校へ就学する

場合、各学校からの学校あ

て通知書を作成できるこ

と。

○ ○

ｃ．業務要件 − １０．不就学・猶予・免除

c 10 1

不就学に関する情報

の登録・変更・照会

ができること。

外国人の就学推進に

ついて、文部科学省

より令和２年７月１

日「外国人の子供の

就学推進及び就学状

況の把握等に関する

指針の策定につい

て」が通知されるな

ど、不就学情報の管

理が必要であるた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

不就学情報（不就学年月

日、不就学区理由、不就学

期間、復学年月日）が入力

できること。

○ ○

c 10 2 − 同上 −
・c-10-1に

含める。

出席の督促履歴の登録・修

正・削除ができること。

c 10 3 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

病弱等・重国籍等により、

就学義務の猶予中の場合は

県あての通知書が自動作成

できること。

○ ○

c 10 4

就学義務猶予の事由

が消失した場合、入

学通知書を出力でき

ること。

通常の入学通知書で

対応
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学義務猶予の事由が消失

した届出により就学通知書

を発行すること。

○ ○

c 10 5 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

児童生徒が特別な理由がな

く義務教育諸学校へ就学して

いない場合に、月例や随時

のサイクルで、就学義務年齢

で学籍が付加されていない児

童生徒を抽出できること。

不就学児童生徒氏名につい

て、就学義務の免除・猶予

処理を行っている児童生徒

が一覧で表示されること。

小中学校区分が選択できる

こと。免除・猶予の理由、

期間が表示されること。

学齢簿に登録されていない未

就学児童・生徒を一覧で出

力できること。

○ ○

ｃ．業務要件 − １１．その他帳票

c 11 1

住基異動者リスト

（児童・保護者）及

び外国人異動者リス

トを出力できるこ

と。

異動処理を行うため

の確認資料であるた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定した年月日に異動の

あったものを対象として、各

種リストを作成できるこ

と。

○ ○

c 11 2

各種通知書を出力し

た場合、対象者一覧

表を合わせて出力で

きること。

通知書発送者の管理

を行う上で必要であ

るため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

すべての帳票について、出力

の際、対象者一覧表を合わ

せて出力できること。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 11 3 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

通称名を使用している児童生

徒の一覧を出力できるこ

と。（EUC可）

○ ○

c 11 4
校区別児童生徒一覧

を出力できること。

庁内連絡用の学齢簿

情報を出力する必要

があるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

児童・生徒名簿を出力でき

ること。帳票ごとの通し番号

が出力されること。児童生

徒氏名、氏名カナ、生年月

日、性別、住所、町内会、

学年、保護者氏名、保護者

続柄、備考、外国籍の場合

は国籍が出力されること。

小学校、中学校の在籍者を

一覧出力できること。
○ ○

c 11 5 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

児童・生徒名簿について、

小中区分の選択ができるこ

と。学校ごとに出力できるこ

と。

小学校、中学校の在籍者に

ついて、在籍学校、学年ごと

に一覧出力できること。

○ ○

c 11 6

小学校入学者名簿、

中学校入学者名簿を

出力できること。

庁内連絡用の学齢簿

情報を出力する必要

があるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

新入学児童生徒名簿を出力

できること。帳票ごとの通し

番号が出力されること。児

童生徒氏名、氏名カナ、生

年月日、性別、住所、町内

会、学年、保護者氏名、保

護者続柄、備考、外国籍の

場合は国籍が出力されるこ

と。

○ ○

c 11 7 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

新入学児童生徒名簿につい

て、小中区分の選択ができ

ること。学校ごとに出力でき

ること。

○ ○

c 11 8 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

卒業生名簿について、小中

区分の選択ができること。

学校ごとに出力できること。

帳票ごとの通し番号が出力さ

れること。児童生徒氏名、

氏名カナ、生年月日、性

別、住所、町内会、学年、

保護者氏名、保護者続柄、

備考、外国籍の場合は国籍

が出力されること。

○ ○

出⼒項⽬については、帳票要件と合わせる必要あり。

出⼒項⽬については、帳票要件と合わせる必要あり。



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 11 9

保護者警告チェック

リストを出力できる

こと。

住基連携時に保護者

自動判定が行えなっ

かた場合、確認する

必要があるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

保護者不明者名簿を出力で

きること。帳票ごとの通し番

号が出力されること。児童

生徒氏名、氏名カナ、生年

月日、性別、住所、町内

会、学年、保護者氏名、保

護者続柄、備考、外国籍の

場合は国籍が出力されるこ

と。

○ ○

c 11 10 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

保護者不明者名簿につい

て、小中区分の選択ができ

ること。学校ごとに出力でき

ること。

○ ○

c 11 11

外国籍児童一覧、外

国籍生徒一覧を出力

できること。

庁内連絡用の学齢簿

情報を出力する必要

があるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

外国籍児童生徒名簿を出力

できること。帳票ごとの通し

番号が出力されること。児

童生徒氏名、氏名カナ、生

年月日、性別、住所、町内

会、学年、保護者氏名、保

護者続柄、備考、外国籍の

場合は国籍が出力されるこ

と。

○ ○

c 11 12 −

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

外国籍児童生徒名簿につい

て、小中区分の選択ができ

ること。学校ごとに出力でき

ること。

○ ○

c 11 13

学校区・行政区別人

口統計表を出力でき

ること。また、CSV

形式のテキストファ

イルを出力できるこ

と。

就学前の人口分布を

確認する必要がある

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

小学校就学予定者調が作成

できること。また、ＣＳＶ

データとして出力できるこ

と。

○ ○

c 11 14 −
EUC機能での代用と

するため。

通知書等を送付する場合の宛名シール等

使用有無の確認（ヒアリング）

・全ての自

治体におい

て、システ

ム外運用で

ある。

引き抜き、桁あふれの場合

に、システム外で運用してい

る。（ヒアリング）

使用していない。（ヒアリン

グ）

小学校、中学校ごとに保護者

の宛名シールが発行できる

こと。（調達仕様書）

使用していない。（ヒアリン

グ）

使用していない。（ヒアリン

グ）

使用していない。（ヒアリン

グ）
○ ○

c 11 15 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿情報より汎用帳票(単

票)を出力できる。
○ ○

出⼒項⽬については、帳票要件と合わせる必要あり。

出⼒項⽬については、帳票要件と合わせる必要あり。
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

c 11 16 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿情報より汎用帳票(一

覧表)を出力できる。
○ ○

ｄ．バッチ処理

ｄ．バッチ処理 − １．修正パラメーターの表⽰

d 1 1
修正パラメーターの

表示ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.1バッチ処

理」に記載されてい

る内容に従い、表示

できること。

修正パラメーターの表示ができること。 ○ ○

d 1 2

修正パラメーターの

一覧表示ができるこ

と。

同上
修正パラメーターの一覧表示ができるこ

と。
○ ○

ｄ．バッチ処理 − ２．バッチ処理結果の表⽰

d 2 1

正常、異常終了の記

録一覧が記録（処理

内容、処理結果、処

理時間についての記

録）できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.1バッチ処

理」に記載されてい

る内容に従い、処理

できること。

正常、異常終了の記録一覧が記録（処理

内容、処理結果、処理時間についての記

録）できること。

○ ○

d 2 2

異常終了時のエラー

コードの出力ができ

ること。

同上
異常終了時のエラーコードの出力ができ

ること。
○ ○

d 2 3

異常終了時の警告発

信（他のシステムと

連携して担当者へ通

報する）ができるこ

と。

同上

異常終了時の警告発信（他のシステムと

連携して担当者へ通報する）ができるこ

と。

○ ○

ｅ．操作

e 1 −

一括更新は、操作を

誤った際の復旧作業

が複雑になることが

予測されるため、使

用用途を明確にした

もののみを標準機能

とするため。

複数選択後の一括変更ができること。 ○ ○

e 2 − 同上
検索で該当した情報の一括変更ができる

こと。
○ ○

e 3 −

学齢簿システムは、

住⺠記録情報との連

携を基本としてお

り、文字の入力量は

多くなく画面操作の

処理速度向上には繋

がらないと想定する

ため。

キーボードのみによる操作も可能である

こと。
○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

ｆ．抑止設定

ｆ．抑止設定 ー １．変更・発行・照会抑止

f 1 1

記載内容変更におけ

る権限設定（処理不

可、処理可だがア

ラート表示、処理可

と設定）ができるこ

と。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「3.1異動・発

行・照会抑止」に記

載されている内容に

従い、抑止設定でき

ること。

記載内容変更における権限設定（処理不

可、処理可だがアラート表示、処理可と

設定）ができること。

○ ○

f 1 2

帳票発行における権

限設定ができるこ

と。

同上
帳票発行における権限設定ができるこ

と。
○ ○

ｆ．抑止設定 ー ２．変更記録記載

f 2 1 −

学齢簿を紙管理して

いる場合は、取り消

し線による記載を

行っているが、シス

テム管理上は取り消

し線での起債ではな

く、異動履歴の照会

を想定するため。

該当項目の取り消し線による記載（児童

生徒・保護者名、児童生徒・保護者カナ

氏名、児童生徒・保護者現住所、保護者

と児童生徒との関係、国籍）ができるこ

と。

○ ○

ｇ．自治体判断機能

ｇ．⾃治体判断機能 ー １．成人式処理

g 1 1

成人式案内送付一覧

の作成ができるこ

と。

学齢簿情報を利用し

他所課にて運用して

いるケースが多数で

あるため。

成人式該当者一覧名簿の作成ができるこ

と。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿で作成しない。（ヒ

アリング）

学齢簿で作成しない。（ヒ

アリング）

学齢簿で作成しない。（ヒ

アリング）
○ ○

g 1 2
成人式案内通知の作

成ができること。
同上 成人式案内の作成ができること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学齢簿で作成しない。（ヒ

アリング）

住⺠基本台帳より、新成人

に対する成人式の案内状を送

付することができること。

（調達仕様書）

学齢簿で作成しない。（ヒ

アリング）

成人式の案内が発行できる

こと。（ヒアリング）

住⺠基本台帳より、新成人

に対する成人式の案内状を送

付することができること。

（調達仕様書）

学齢簿で作成しない。（ヒ

アリング）

成人式の案内が発行できる

こと。（ヒアリング）
○ ○

g 1 3

運動会案内送付一覧

の作成ができるこ

と。

学齢簿情報を利用し

他所課にて運用して

いるケースが多数で

あるため。

成人式該当者一覧名簿の作成ができるこ

と。
○ ○

g 1 4
運動会案内通知の作

成ができること。
同上 成人式案内の作成ができること。 ○ ○

ｇ．⾃治体判断機能 − ２．児童⽣徒推計

g 2 1

学校区・学校・行政

区別集計表（小学

校）及び学校区・学

校・行政区別集計表

（小学校）が出力で

きること。

※特殊学級通学児童

性は別途計上できる

こと。

児童生徒数を確認す

る必要があるため。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

学校ごとの児童生徒数推計ができること

（入学予定の児童生徒も含め集計できる

こと）。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学校毎の異動統計につい

て、テキストデータ等で月次

または随時に抽出できるこ

と。

小学校、中学校ごとに人数集

計表が発行できること。こ

のとき、特殊学級通学児童

生徒の数を別途集計して容易

に把握できること。

小学校、中学校ごとに人数集

計表を出⼒できること。0〜

14歳の各学齢、小学校区、

中学校区、行政町別集計表

を出力できること。

小学校・中学校別に学校

区、就学校、就学区分（指

定校・学区外・区域外）を

指定して校区別児童生徒調が

作成できること。また、Ｃ

ＳＶデータとして出力できる

こと。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

g 2 2

学校区・学校・行政

区別集計表（小学

校）及び学校区・学

校・行政区別集計表

（小学校）が出力で

きること。

※特殊学級通学児童

性は別途計上できる

こと。

学校区・行政区別人

口統計表が出力でき

ること。

児童生徒数を確認す

る必要があるため。

また、就学前の人口

分布を確認する必要

があるため。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「9.5住⺠基本

台帳の一部の写し

（閲覧用）」に記載

されている内容に従

い、抽出条件の明記

は行わない。

学区ごとの児童生徒数推計ができること

（入学予定の児童生徒も含め集計できる

こと）。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

各小中学校区内の住基データ

から人口の統計について、

随時に任意の条件により、

住基及び学区の関連データ

を、テキスト形式で抽出で

きること。

帳票の場合は就学対象年齢

に限定できること。

児童生徒集計表、学校区人

口統計表について、小中学

校区分が選択できること。

男女別と小計、総合計が一

覧として表示されること。

○ ○

g 2 3 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

各小中学校区内の住基データ

から世帯数の統計につい

て、随時に任意の条件によ

り、住基及び学区の関連デー

タを、テキスト形式で抽出

できること。

帳票の場合は就学対象年齢

に限定できること。

○ ○

g 2 4 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

児童生徒数推計の変動要素

となる各数値を把握するため

に、学齢簿等の調整値要因

把握資料が出力できるこ

と。

○ ○

g 2 5 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

小中学校毎に住基人口データ

に入力票による調整値等を

加味し、統計表を作成でき

ること。（学区別私立就学

者集計表、エラーリスト、

チェックリストおよび統計

表について、10日間経過後

も未出力の場合は強制出力

すること。）

○ ○

g 2 6 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

システム処理の他、新規マン

ション分譲や区画整理等の

宅地供給等の要因を業者か

ら回答をもらい、児童生徒

数推計（総合推計）を作成

できること。（サンプルとし

て使用するため、随時に任意

の条件により、住基及び学

区の関連データを（町名は地

番＋枝番＋枝々番まで）、

テキスト形式で抽出できる

こと。）

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

ｇ．⾃治体判断機能 − ３．その他

g 3 1 −
学齢簿業務の範囲外

であるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

児童のクラス情報を一括入

力出来る。
○ ○

g 3 2 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

学区を変更した場合に学区

ベースで通学児童生徒数に

どのくらいの変動が発生する

かを予測することができるシ

ミュレーション機能を有する

こと。

○ ○

ｈ．マスタ・パラメータ

h 1

管理項目の内容をマ

スタ管理できるこ

と。

・保護者と児童生徒

との関係

・性別

・国籍

・支援対象者区分

・学年

・小、中学校区

・学校選択制の範囲

・学校名、設置者名

・学級区分

・学齢簿変更事由

・就学校変更事由

・区域外就学事由

・就学猶予事由

・就学免除事由

・不就学理由

・原級留置理由

自治体により内容が

異なるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

区域外就学理由、不就学理

由は画面から容易に設定で

きること。

○ ○

h 2 − − −
h- -1に含め

る。

学校情報を管理する機能を有

すること。本市職員がメンテ

ナンスできること。また、

学校の統廃合に対応できる

こと。

就学小学校名は画面から容

易に設定できること。

h 3 − − −
h- -1に含め

る。

学区DBは、オンラインから

登録できること。

小学校区、中学校区のメン

テナンスが即時にできるこ

と。

h 4

住所情報から学校区

を自動判定するため

の設定ができるこ

と。

住⺠記録情報から新

就学者の登録、転入

者の登録を行う際、

住所情報から学校区

を自動判定する必要

があるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

指定変更許可区域の新規設

定について入力票により学

区DB等に設定できること。

学区域マスタは当年度用及

び翌年度用として２種類のマ

スタ管理ができること。

学校区の番地、番、号の設

定は本市職員がメンテナン

スできること。

○ ○

h 5 − − −
h- -4に含め

る。

行政区に対応した小学校

区、中学校区の設定ができ

ること。住所、地番に対応

した小学校区、中学校区の

設定ができること。

番地、番、号の設定によ

り、指定校区（小学校区、

中学校区）を設定できるこ

と。



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

h 6

帳票の内容をマスタ

管理できること。

・帳票タイトル

・通知文

・公印有無

・認証肩書

・認証者

自治体により内容が

異なるため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

帳票情報が管理出来る。 ○ ○

h 7

就学時健康診断の実

施日時、実施場所、

受付開始／終了時間

は画面から容易に設

定できること。

健康診断通知書を出

力する際、実施場所

ごとに印字内容を切

替える必要があるた

め。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学時健康診断の実施日

時、実施場所、受付開始／

終了時間は画面から容易に

設定できること。

○ ○

h 8

就学小学校名、入学

式年月日／開始時間

は画面から容易に設

定できること。

小学校入学通知書を

出力する際、就学学

校ごとに印字内容を

切替える必要がある

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

各学校の入学式日時等も管

理し、入学通知書に出力で

きること。

就学小学校名、入学式年月

日／開始時間は画面から容

易に設定できること。

○ ○

h 9

就学中学校名、入学

式年月日／開始時間

は画面から容易に設

定できること。

中学校入学通知書を

出力する際、就学学

校ごとに印字内容を

切替える必要がある

ため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

就学中学校名、入学式年月

日／開始時間は画面から容

易に設定できること。

○ ○

ｉ．共通

ｉ．共通 − １．EUC機能等

i 1 1
データソースの整備

ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.1EUC機

能ほか」に記載され

ている内容に従い、

データソースの整備

ができること。

データソースの整備ができること。 ○ ○

i 1 2
データ抽出・分析・

加工ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.1EUC機

能ほか」に記載され

ている内容に従い、

データ抽出、分析、

加工ができること。

データ抽出・分析・加工ができること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

随時に任意の条件により、

住基及び学区の関連データ

を、テキスト形式で抽出で

きること。

汎用抽出データ（学齢簿の

データを多様な条件で抽出）

を作成できること。

○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

i 1 3

データ出力（任意の

条件によるデータ出

力（CSV））ができ

ること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.1EUC機

能ほか」に記載され

ている内容に従い、

データ出力ができる

こと。

データ出力（任意の条件によるデータ出

力（CSV））ができること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

随時に任意の条件により、

住基及び学区の関連データ

を、テキスト形式で抽出で

きること。

小学校、中学校別に学齢簿

データの切出しができるこ

と。（CSV形式）

○ ○

i 1 4 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

EUC機能等を活用すること

により、下記の一覧表、集

計表が出力できること。

児童生徒一覧表（私立、国

立、養護学校等、学校種別

毎）／児童生徒一覧表（国

籍毎）／児童生徒数集計表

（国籍毎）／学校変更が許

可されている児童生徒一覧表

（許可期限日指定抽出）／

中学生の出身小学校一覧表

／小学生の進学中学校一覧

表／次年度の進級、進学予

定者数の集計表／人口統計

表（1〜14歳・学区別人数集

計、1〜14歳・住所別人数集

計、在籍児童の住所範囲内

人数集計）

○ ○

i 1 5 −
EUC機能での代用と

するため。
−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

小学校、中学校別に学齢簿

データの切出しができるこ

と。（CSV形式）

○ ○

i 1 6

出力した学齢簿デー

タ（CSV形式）に対

し、別システム（校

務支援システム）で

学級の情報を付加し

た結果を、学齢簿情

報として取り込むこ

とができること。

校務支援情報との連

携、学齢簿の出力順

としての使用が想定

されるため。

−

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

出力した学齢簿データ（CSV

形式）に対し、別システム

（校務支援システム）で学級

の情報を付加した結果を、

学齢簿情報として取り込むこ

とができること。

○ ○

ｉ．共通 − ２．アクセスログ管理

i 2 1
ログの取得ができる

こと。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.2アクセ

スログ管理」に記載

されている内容に従

い、ログの取得がで

きること。

ログの取得ができること。 ○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

i 2 2
ログの分析ができる

こと。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.2アクセ

スログ管理」に記載

されている内容に従

い、ログの分析がで

きること。

ログの分析ができること。 ○ ○

ｉ．共通 − ３．操作権限管理

i 3 1
操作権限の管理がで

きること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.3操作権

限管理」に記載され

ている内容に従い、

操作権限の管理がで

きること。

操作権限の管理ができること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

利用する職員単位にシステム

を操作出来る権限を管理す

る。

○ ○

i 3 2
操作権限の設定がで

きること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.4操作権

限設定」に記載され

ている内容に従い、

操作権限の設定がで

きること。

操作権限の設定ができること。 ○ ○

ｉ．共通 − ４．ヘルプ機能

i 4 1

ヘルプ機能としてマ

ニュアル（操作方法

や運用方法等）の閲

覧ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.5ヘルプ

機能」に記載されて

いる内容に従い、マ

ニュアルの閲覧がで

きること。

ヘルプ機能としてマニュアル（操作方法

や運用方法等）の閲覧ができること。
○ ○

ｉ．共通 − ５．印刷

i 5 1
印刷プレビュー機能

があること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.7印刷」

に記載されている内

容に従い、印刷プレ

ビューできること。

印刷プレビュー機能があること。

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

できない。（ヒアリング） できる。（ヒアリング） できる。（ヒアリング） できる。（ヒアリング）
即時発行時に出力イメージ

をプレビューできること。
○ ○

i 5 2

通知書ごとに印刷指

示画面で指定した文

書番号を記載できる

こと。

通知書ごとに文書番

号を印字する必要が

あるため。

発行番号を通知書等に記載できること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

できない。（ヒアリング） できない。（ヒアリング）
できない。手書きで対応して

いる。（ヒアリング）

できる。文書番号という意

味合いでなく連番を印字して

いる。（ヒアリング）

できる。文書番号とは別に

転入は転入の番号、転出は

転出の番号を出力、入学通

知書は文書番号を取って文

書番号を出力する。（ヒアリ

ング）

○ ○

i 5 3
公印・職名の印字が

できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「5.6公印・職

名の印字」に記載さ

れている内容に従

い、公印・職名の印

字ができること。

公印・職名の印字ができること。

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

通知書に公印を印字してい

る。（ヒアリング）

通知書に公印を印字してい

る。（ヒアリング）

通知書に公印を印字してい

る。（ヒアリング）

通知書に公印を印字してい

る。（ヒアリング）

通知書に公印を印字してい

る。（ヒアリング）
○ ○
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【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

i 5 4

文字の大きさを調整

し、文字超過になら

ないこと。または、

文字超過時に文字溢

れリストを出力でき

ること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「5.8文字溢れ

対応」に記載されて

いる内容に従い、文

字溢れ時の対応がで

きること。

文字の大きさを調整し、文字超過になら

ないこと。

・全ての自

治体におい

て、可能で

ある。

できない。桁あふれリスト

が出力される。（ヒアリン

グ）

できない。文字切れリスト

があるので該当者を確認

し、個別対応を行ってい

る。（ヒアリング）

できない。外国人など⻑い

氏名の場合、小さくなりす

ぎるのも困る、現在は文字切

れリストがあるので該当者

を確認し、個別対応を行っ

ている。（ヒアリング）

できる。（ヒアリング）

半角文字にして調整する。文

字切れとなるものは文字切

れリストが出力される。

（ヒアリング）

○ ○



［資料3］

【標準的な機能要件の対比表】

A市

指定都市

C市

中核市

D市

10~20万

E市

5~10万

F町

5万以下

ア．実装

すべき機

能

イ．実装

してもし

なくても

良い機能

ウ．実装

しない機

能

D:自治体ご

との機能の

相違の概要

ⅴ．ⅰからⅳいずれかに分類す

るか協議が必要と考える
E:選定自治体における調達仕様書

ⅰ．すべ

ての自治

体で同様

の機能を

有してい

る

ⅱ．自治

体ごとに

要望は異

なるが、

望ましい

仕様が定

義できる

ⅲ．一部

の自治体

ではある

が、必要

性が認め

られる

ⅳ，必要

性は認め

られな

い、もし

くは、操

作性に関

するもの

である

C:仕様書ひな形分類 項番
A:標準仕様書に盛り

込むべき機能要件案

B:採用又は不採用の

理由

i 5 5
印刷機の指定、設定

ができること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「10.7印刷」

に記載されている内

容に従い、印刷機の

して、設定できるこ

と。

印刷機の指定、設定ができること。

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

即時発行帳票の種類によっ

てプリンタトレイの自動設定

ができること。

○ ○

i 5 6 − − −
・i-5-5に含

める。

即時発行時に部数指定で発

行できること。

i 5 7

各種通知書を出力し

た際、DV対象者が含

まれているかの把握

ができること。

支援対象者を保護す

るため、加害者等に

対して誤って支援対

象者に係る通知書等

を送付することを防

止するため、支援対

象者であることを確

認できる必要があ

る。

ＤＶ又はストーカーの管理を行っている

場合、各種通知書上の制御方法の確認

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

個人分・学校送付分ともに

手作業で消している。

通知には住所が表示される

ため印刷後削除して学校へ送

付している。

制御していない。

住所を表示しないようにして

いる。学校には手書きしてい

る。

即時処理の際は、一度画面

上で警告が表示され、発行

可否の確認がある。また別

処理で対象者の確認が可

能。

○ ○

i 5 8

各種内部帳票を出力

した際、DV対象者が

含まれているかの把

握ができること。

同上

ＤＶ又はストーカーの管理を行っている

場合、各種内部帳票上の制御方法の確認

（ヒアリング）

・一部の自

治体におい

て、可能で

ある。

異動通知の備考に手書きで

記入している。
制御していない。 制御していない。

住所を表示しないようにして

いる。学校には手書きしてい

る。

制御していない。 ○ ○

ｉ．共通 − ６．バックアップ

i 6 1 −

「新経済・財政再生

計画改革工程表

2019」（令和元年12

月19日）及び「デジ

タル・ガバメント実

行計画」（令和元年

12月20日閣議決定）

において、システム

に共通する非機能要

件の標準について

は、内閣官房情報通

信技術(IT)総合戦略

室及び総務省におい

て検討することとさ

れているため。

学齢簿データのバックアップができるこ

と。
○ ○

i 6 2 − 同上 学齢簿データの復元ができること。 ○ ○

ｉ．共通 − ７．エラーアラート

i 7 1
入力時のエラーを抑

止できること。

住⺠記録システム標

準仕様書【第1.0

版】の「11.1エ

ラー・アラート項

目」に記載されてい

る内容に従い、制御

入力時のエラーを抑止できること。 ○ ○

i 7 2

入力時にアラートと

して注意喚起できる

こと。

同上
入力時にアラートとして注意喚起できる

こと。

・一部の自治

体において、

可能である。

入力エラー時はすべてのエ

ラー項目が明示的であるこ

と

○ ○

b 7 3 −
操作性に関するもの

であるため。
−

・一部の自治

体において、

可能である。

画面から入力する時に必須入

力項目は明示的であるこ

と。

○ ○


